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"見

第
三
節
前
述
に
あ
た
っ
て
の
旬
日
点

第
一
部
宵
同
の
淵
源

第
中
公
企
業
の
起
源
と
民
間

第
一
節
公
企
業
の
起
源

第
一
的
生
産

h
拡
充
と
国
策
会
社
(
特
殊
会
社
)

第
一
帥
困
家
総
動
民
体
制
に
お
け
る
凶
策
会
社
(
特
殊
公
社
)

第
二
中
新
た
な
公
企
業
形
態
の
検
索

第
一
泊
交
通
調
整
前
史

第
一
郎
交
通
嗣
整
の
始
動

第
一
伯
父
通
調
整
案
の
作
成
と
公
企
業
形
態
を
め
ぐ
る
対
立
の
激
化
(
そ
の
一
一
ま
で
第
利
三
巻
第
五
号

第
凶
附
新
た
な
公
企
業
形
態
の
模
索

川
市
一
部
戦
時
期
に
お
け
る
営
団

第
三
市

J
U
川
の
誕
生

第
一
的
性
宅
営
凶
の
誕
生

第
一
泊
訂
都
両
速
度
交
通
日
凶
の
誕
生

第
一
郎
氏
地
問
先
川
笹
川
の
誕
生

第
凶
飢
営
団
の
論
理

第
川
市
川
U
川
の
展
開

第
一
的
問
工
省
に
お
け
る

U
凶
の
前
同

第
三
副
農
林
省
に
お
け
る
叫
凶
の
活
用

第
一
郎
営
団
を
め
ぐ
る
「
官
」
と
「
民
」

第
一
部
戦
後
ノ
俣
興
期
に
お
け
る
公
凶
と
公
社

第
五
市
公
川
の
託
生

ーふ
i師

(以
L
L

、
第
五
一
巻
約
一
号
)

jt法問(2・96)5閉

(
以
卜
、
第
五
一
巻
約
一
号
)

そ
の
九
ま
で
都
内
川
巻
第
ハ
号
)

(以
L
L

、
第
五
主
巻
約
四
号
)

以
ト
、
第
五
l

ハ
巻
第
四
号
)

(
以
ト
、
第
五
1

ハ
巻
約
六
号
)



第
一
助
戦
時
期
の
公
h
h

業
の
閉
鎖

第
一
郎
公
団
の
誕
牛

第
六
平
八
江
川
の
展
開

第
一
節
公
団
の
活
用

第
一
的
公
団
所
肘
の
抑
制

第
一
帥
公
団
の
行
政
絞
開
化

第
ヒ
中
公
社
の
斑
生

第
一
泊
行
政
調
芥
郊
に
よ
る
現
業
官
庁
の
「
公
庁
」
化
構
想

第
一
郎

J
5
p
n
c召
三
在
C

コ
」
と
し
て
の
公
社
の
誕
牛

第
一
向
戦
後
複
興
期
に
お
け
る
展
開

(
以
ト
、
第
五
七
巻
約
一
号
)

(
以
卜
、
第
五
七
巻
治
力
号
)

終
章

(
以
ト
、
本
号
)

お
わ
り
に

凡
例
に
つ
い
て
は
、
辿
裁
第
一
回
(
第
五
一
一
巻
第
一
号
」

の
-
H
頭
に
記
し
た
。

まと五、議と官僚川 (10・完)

第
七
章

公
社
の
誕
生

第

節

行
政
制
査
部
に
よ
る
羽
業
官
庁
の
「
公
庁
」
化
構
想

l
u
領
下
の
円
本
で
は
、
統
治
機
構
の
改
草
が
推
し
進
め
ら
れ
た
。
そ
れ
を
旧
い
っ
た
機
関
の
一
つ
が
行
政
調
丘
部
で
あ
っ
た
。
行
政
調
査
部

北法58(2-97):187



"見

九
凶
六
十

O
月
一
八
日
に
新
憲
法
下
の
行
政
機
構
、
公
務
員
制
度
、
打
政
運
併
に
関
す
る
訓
査
・
研
究
立
山
岳
を
打
、
つ
臨
時
機
関

と
し
て
内
閣
に
設
置
さ
れ
た
っ
本
節
で
論
じ
る
現
業
官
庁
(
同
常
企
業
)

l土

の
一
般
行
政
機
構
か
ら
の
分
離
は
、
行
政
調
査
部
が
発
足
し
た

ーふ
i師

山

wI
初
か
ら
の
検
討
課
題
で
あ
っ
た
。
(
な
お
、
こ
こ
で
の

ア
ル
コ
ー
ル
専
売
及
び
凶
有
林
野
を
指
し
て
い
る
じ
)

「
阿
世
企
業
」
ー
と
は
、
凶
有
鉄
道
・
通
信
ポ
楽
・
専
売
局
・
遺
幣
同

-m刷
局
・

行
政
調
査
部
で
現
業
官
庁
が
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
中
央
行
政
機
構
の
改
革
に
お
い
て
で
あ
っ
た
っ
す
な
わ
ち
、
行
政
機
構
の
改
革
を

す
す
め
る
に
あ
た
っ
て

一
般
行
政
機
構
に
よ
る
行
政
事
務
と
性
質
を
買
に
す
る
現
業
官
庁
の
あ
り
ん
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

次る
の。

よ こ
うの

記と
しを
て行
いて政
る L制

1年
詰E
機
構
部
の
高

正
「
] 

部
員

は
「
行
政
機
構
改
革
の
一
試
系
」
(
一
九
川
七
年
一
月
T

ハ
円
)

の
な
か
で

一
行
政
芥
部
は
、
行
政
機
関
と
し
て
、
統
治
の
機
能
を
営
む
こ
と
を
本
来
の
使
命
と
す
る
。
従
て
そ
れ
は
そ
の
他
成
に
つ
き
、
左
の

要
件
を
具
備
す
る
よ
う
改
善
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

1 

2 

〔略〕

3
.
固
い
判
事
業
の
経
併
は
、
木
米
の
行
政
事
務
と
そ
の
性
質
を
根
本
的
に
異
に
す
る
か
ら
現
業
げ
は
、
本
来
の
行
政
機
構
よ
り
一
分
離

し
、
独
立
企
業
体
制
を
砕
!
止
す
る
こ
と
υ

(
企
業
の
政
治
化
を
避
け
、
経
営
の
能
半
化
を
凶
る
た
め
、
政
府
内
資
の
特
殊
法
人
を

以
て
、
こ
れ
を
経
常
す
る
こ
と
も
系
と
考
へ
ら
れ
る
c

円
同
辻
が
現
業
官
庁
を
般
行
政
機
構
か
ら
一
分
離
す
る
際
に
想
定
し
た
の
が
「
政
府
間
資
の
特
殊
法
人
」
で
あ
っ
た
ο

「
特
殊
法
人
」
と
は
、

第
二
忠
明
凶
節
で
論
じ
た
よ
う
に
、
歴
史
的
に
「
営
団
」
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
青
葉
で
あ
る
ロ
そ
し
て
、
機
構
部
の
雄
川
一
郎
部
員
(
嘱

jt法問(2・開)日常



託
)
が
作
成
し
た
「
国
家
的
事
業
の
経
営
形
態
に
つ
い
て
」
(
一
九
四
七
年
六
月
四
日
)
で
は
、
戦
リ
削
・
戦
時
期
の
営
団
、
特
殊
会
社
、
金
庫
、

公
社
(
満
洲
国
)
が
「
比
較
吟
味
」
さ
れ
た
υ

七
月
一
五
日
に
な
る
と
行
政
調
斉
部
機
構
部
は
、
(
二
巾
央
人
事
院
の
設
置
、
(
一
)
行
政
の
転
台
管
理
部
局
、
(
三
)
建
設
省
の
設
情
、

(
川
)
運
輸
省
等
の
現
業
機
構
の
整
備
、
か
ら
な
る
「
処
川
崎
を
予
定
す
る
、
土
要
以
目
」
を
作
成
し
た
c

現
業
官
バ
に
つ
い
て
は
、
「
運
輸
省
体
J

の
現
業
機
構
の
整
備
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
た
。

「
因
不
企
業
の
経
営
が
、

が
、
や
も
す
れ
ば
機
動
性
を
失
い
、
企
業
ー
と
し
て
の
能
志
的
経
JH
が
充
分
に
行
わ
れ
な
い
の
み
な
ら
ず
、
政
府
に
よ
る
政
策
の
遂
行
が

般
行
政
機
桂
川
の
部
と
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
は
、
理
論
上
の
徹
底
を
欠
く
の
み
な
ら
ず
、
企
業
活
動
自
体

J:f! 
蹟
な
現
業

f丁上
政の
機責
構仔
卜を
に と
おる
けこ

主t
装正
」つ

番手
官お
いさ

らち
I見 S
F が
長令
l "， 

佐ま
;性た
長反

お村
ノ5ト，-
11→会
予朱
_;I~ の

が伐
とつ 引ム

主演 '" 

H 1ヒ
ル乞

約建立
すす
る肱
たさ
め λ
にな
はし
同と
哀し
企な

し、
。業

の
経
営
体
を
一
般
的
行
政
機
構
か
ら
分
雌
独
立
さ
せ
る
こ
と
が
考
慮
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
目
下
調
査
研
究
巾
の
ポ
頃
で
あ
る
υ

」

こ
こ
に

T
dれ
て
い
る
よ
う
に
、
現
業
官
庁
の
改
日
中
の
要
請
は
、
企
業
的
能
ヰ
性
の
健
保
、
ド
且
北
岡
と
経
慌
の
分
離
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

一
月
一

O
H
に
行
政
調
査
部
は
「
凶
家
企
装
の
経
常
形
態
に
関
す
る
件
」
を
作
成
し
、
そ
の
な
か
で
具
体
的
方
策
と
し
て
「
公
庁
」
を
設

まと五、議と官僚川 (10・完)

止
す
る
こ
と
を
山
明
ら
か
に
し
た
υ

す
な
わ
ち
「
同
系
企
業
巾
鉄
道
、
通
信
及
び
存
完
の
事
楽
に
つ
き
左
記
要
領
に
某
く
特
別
の
経
営
形
態
を

採
る
も
の
と
す
る
」
と
し
、
次
の
よ
う
な
受
領
を
今
小
し
た
の
で
あ
る
コ

公
庁
(
仮
称
)

の
設
立

~ 
一
、
合
楽
を
関
係
省
の
行
政
か
ら
分
離
独
立
せ
し
め
、
別
に
特
別
の
機
関
(
公
庁
と
略
称
す
る
つ
)
を
設
け
て
、
こ
れ
ら
の
業
務
を

行
は
し
め
る
こ
と
υ

北法58(2的日以}



"見

二
、
公
庁
は
法
人
と
す
る
こ
と
。

一
公
庁
の
資
本
及
び
会
計

ノー/

味合

ーふ
i師

一
、
施
設
等
は
公
庁
の
凶
定
資
本
と
し
て
政
府
の
出
資
と
し
、
資
金
の
借
入
、
債
引
が
の
党
行
を
な
し
得
る
も
の
ー
と
す
る
こ
と
。

二
、
公
庁
の
会
計
は

般
民
間
企
業
と
川
様
の
も
の
と
す
る
こ
と
ι

い
し
千
台
及
び
決
鉾
は
国
会
に
従
山
川
す
る
こ
と
c

2存

公
庁
の
機
関

一
、
公
庁
に
、
経
営
経
験
者
、

利
川
者
代
表
の
中
か
ら
、
国
会
の
示
認
を
い
栓
て
、
主
務
大

E
の
任
命
す
る
伴
矧
を
有
す
る
監
刑
判
委
員

を
以
て
構
成
す
る
監
県
委
員
会
を
置
き
、
重
要
事
項
の
議
決
、
経
常
の
監
軒
に
当
ら
し
め
る
こ
と
c

二
、
公
庁
に
、
監
理
委
員
会
の
推
薦
す
る
仔
期
を
有
す
る
総
裁
を
置
き
、
監
理
委
員
会
の
監
督
の
卜
に
、
バ
務
を
総
坪
せ
し
め
る
こ

レ
」。

治
IJL[ 

公
庁
の
役
職
員

公
片
の
役
職
員
は
国
家
公
務
只
ー
と
す
る
が
、
般
の
行
政
職
員
と
取
ぬ
を
異
に
す
る
こ
と
。
(
同
家
公
務
員
法
第
二
候
第
十
一
競
参
照
)

州
市
有

主
務
大
臣
の
監
督

土
務
大
臣
の
耽
督
は
、
慕
木
的
な
副
両
の
決
定
、
業
務
及
び
技
術
に
関
す
る
般
的
規
則
の
認
可
等
、
必
要
の
限
度
に
叶
め
る
こ
と
υ

阿f

一
、
以
卜
の
措
置
に
作
い
通
信
省
を
雌
止
し
、
運
輸
省
を
交
通
省
と
改
め
、
通
伝
雫
業
に
刻
す
る
耽
督
行
政
及
び
現
逓
伝
省
の
そ
の

他
の
行
政
を
行
わ
し
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
c

二
、
ア
ル
コ
ー
ル
専
売
は
、
こ
れ
を
挺
止
す
る
こ
と
。

北法;)8(2'100) S似)



こ
の
文
書
に
添
付
さ
れ
た
「
固
有
事
業
の
経
営
形
態
に
関
す
る
作
説
明
」
は
、
「
国
営
事
業
の
経
営
部
局
を
一
般
の
訂
政
機
構
か
ら
切
り

離
し
て
一
個
の
独
止
の
経
営
体
と
し
て
組
織
し
、
こ
れ
を
企
業
的
に
運
営
す
る
」
に
は
、
(
二
企
業
体
の
経
理
凶
の
改
草
、
(
一
)
企
業
体

の
人
事
制
度
の
改
革
、
(
一
)
公
益
の
保
護
、
が
必
安
で
あ
る
と
し
て
い
た
。
こ
の
う
ち
「
(
二
」
経
理
山
の
改
革
で
は
、
「
独
?
札
採
算
制

の
原
則
に
徹
す
る
」
こ
と
が
必
須
の
こ
と
と
さ
れ
、
こ
れ
を
徹
底
す
る
た
め
に
企
業
休
の
法
的
独
1
4
、
す
な
わ
ち
「
法
人
」
と
し
て
の
地
位

を
与
え
る
こ
と
が
不
叫
欠
で
あ
る
と
さ
れ
た
υ

「
(
一
)
」
人
事
制
度
の
改
革
で
は
、
「
企
業
に
適
台
し
た
人
事
管
即
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」

と
し
た
上
で
、
「
そ
の
任
用
、
給
与
、
服
務
、
分
限
行
に
就
て
も
甫
J

ら
は
肝
併
能
町
!
の
向
卜
の
見
地
よ
り
特
別
の
考
慮
と
γ
土
大
を
、
必
要
と
す
る
」

と
さ
れ
た
。
そ
し
て
最
後
の
「
(
一
一
ご
公
訴
の
保
護
で
は
、
事
業
の
性
質
卜
「
企
業
ー
と
し
て
の
能
半
向
上
と
川
時
に
、
公
vt
保
護
の
手
段
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
た
c

し
か
し
、
公
任
保
護
の
た
め
に
同
家
管
理
を
強
化
す
る
こ
と
は
、
企
業
性
の
否
定
に
つ
な
が
り
か

ね
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
「
専
門
家
、
利
川
高
代
表
等
を
以
て
組
織
す
る
委
員
会
を
経
営
休
に
設
置
」
す
る
こ
と
で
、
公
益
性
と
企

業
性
の
両
吹
を
凶
る
こ
と
が
一
ポ
さ
れ
た
。
以
上
の
内
存
を
支
柱
と
す
る
「
同
家
企
業
の
経
営
形
態
に
関
す
る
件
」
は
、
行
政
調
ト
企
部
総
務
部

長
の
前
川
上
兄
己
を
し
て
「
非
常
に
用
想
案
で
あ
る
」
l
y
二
-
門
わ
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。

まと五、議と官僚川 (10・完)

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
「
同
家
企
業
の
経
営
形
態
に
閲
す
る
件
」
に
前
後
し
て
行
政
訓
査
部
は
、
具
体
的
な
成
案
で
あ
る
「
鉄
道
公
庁
要

綱
案
」
、
「
逓
伝
公
庁
要
綱
案
」
、
「
専
売
品
公
庁
要
綱
案
」
を
同
相
次
い
で
作
成
し
た
υ

行
政
訓
杏
部
は
、
こ
う
し
た
一
辿
の
文
書
を
纏
め
る

G
H
Q
側
へ
志
向
の
確
認
を
行
っ
た
-

G
H
Q
の
反
応
は
、
民
間
運
愉
同

(
C
T
S
)
が
「
鉄
道
公
け
案
に
は
原
則
ー
と
し
て
賛
成
で
あ
る
」
、
経
済
科
リ
子
局

(
E
5
5
)
財
政
説

が
「
原
則
と
し
て
反
対
で
は
な
い
」
、
民
間
通
信
局

(
C
C
S
)
が
「
公
庁
案
は
大
体
、
思
想
を
川
じ
く
す
る
も
の
と
認
め
る
」
「
全
体
的

に
は
賛
成
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
好
意
的
な
も
の
で
あ
っ
た
っ
た
だ
し
、
鉄
道
・
逓
信
・
専
売
以
外
の
同
営
企
業
に
八
ム
ー
汁
を
適
用
す

E
5
5財
政
課
は
「
大
蔵
省
所
特
の
現
業
機
関
巾
、
印
刷
局
、
造
幣
同

に
あ
た
り
、

北法S8(2.Hl1)S91

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
消
極
的
な
志
見
が
相
次
い
だ
。
す
な
わ
ち
、



"見

の

E
E
2
2
m
?な
活
動
を
し
な
い
か
ら
、
公
庁
奈
の
原
則
の
適
川
は
不
通
ψ
ー
で
あ
る
。
専
売
局
は
収
入
が

U
的
で
、
鉄
道
逓
信
と
は
、

他
を
異
に
す
る
が
、
公
庁
形
態
を
と
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
」
「
件
林
同
は
、
強
い
て
公
庁
に
す
る
必
要
を
認
め
な
い
」
、
天
然
資
源
同

(
X

R
S
)
は
「
営
林
雫
業
が
政
府
機
構
か
ら
切
り
は
な
さ
れ
る
こ
と
に
反
対
す
る
」
と
の
意
向
を
が
し
た
の
で
あ
る
。

鉄
道
逓
信
・
専
売
を
公
庁
形
態
に
す
る
こ
と
に

G
H
Qか
ら
資
同
を
得
た
行
政
調
↓
令
部
は
、
関
係
す
る
鉄
道
省
・
辺
信
省
・
専
売
局
(
ト
八

九
同
省
)
等
に
意
見
を
求
め
た
υ

し
か
し
、
こ
れ
に
対
す
る
回
答
は
、
鉄
道
省
が
「

U
ド
ー
の
と
こ
ろ
当
省
と
し
て
は
小
平
楽
に
は
反
対
で
あ
る
」
、

一
2」

逓
伝
省
が
「
に
わ
か
に
は
同
意
L
聴
い
」
、
専
売
局
が
「
公
庁
案
よ
り
も
、
現
専
売
局
機
憾
の
運
件
改
善
を
図
る
ん
が
、
実
際
的
効
果
的
で
あ
る
」

と
い
う
よ
う
に
再
定
的
な
も
の
で
あ
一
口
た
c

関
係
各
省
が
問
題
に
し
た
の
は
、
現
業
J

日
庁
機
構
を
一
般
行
政
機
構
か
ら
分
縦
し
、
公
庁
を

l土

ーふ
i師

設
立
す
る
こ
と
の
意
味
と
、
そ
の
五
行
叫
能
性
で
あ
っ
た
c

公
庁
組
織
に
す
る
こ
と
な
く
尻
行
制
度
の
改
正
で
円
的
を
十
分
に
達
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
意
向
が
、
そ
こ
に
は
有
在
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
関
係
各
省
は
、
現
業
官
庁
と
し
て
の
枠
組
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
ロ
し
か
し
、
行
政
訓
査
部
は
公
片
化
へ
の
動
き
を
択
し
進

め
た
。
す
な
わ
ち
、
行
政
調
大
阿
部
は
「
新
憲
法
い
の
行
政
機
構
改
革
の
ん
引
」
(
一
九
川
ヒ
年
一
一
月

O
H
)
を
作
成
し
、
そ
の
な
か
で
「
現

存
の
凶
家
企
業
の
中
、

b
h
f

鉄
道
、
逓
信
政
び
煙
草
、
也
、
樟
脳
の
専
売
の
事
業
を
対
象
と
し
て
採
り
上
げ
、
こ
れ
を
一
般
官
バ
と
は
異
る

独
立
の
経
営
体
を
し
て
打
わ
し
」
も
と
の
方
向
性
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
以
卜
述
べ
米
た
っ
た
と
こ
ろ
の
、
同
ム
氷
点
托
莱
の
経
営

形
態
に
つ
い
て
は
、
別
の
資
料
可
国
家
企
業
の
経
営
形
態
に
関
す
る
件
L
及
び

守鉄
道
公
庁
要
綱
案
」
『通
信
公
庁
姿
綱
案
L

J主
冗
口
山
公
庁

へお一

要
制
案
し
を
参
照
の
こ
と
」
と
さ
れ
た
。
こ
の
丈
再
は
、
そ
れ
ま
で
の
行
政
官
庁
法
に
代
わ
る
「
新
行
政
官
庁
法
の
制
定
に
備
え
て
、
来

る
べ
き
全
出
的
行
政
機
構
改
草
の
方
針
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
」
で
あ
っ
た
c

つ
ま
り
、
行
政
調
査
部
は
、
広
範
な
行
政
機
構

政
午
の
『
止
脈
の
な
か
で
現
業
官
庁
機
構
の
改
輩
、
す
な
わ
ち
公
庁
の
設
問
が
必
要
不
利
欠
だ
と
唱
え
た
の
で
あ
る
つ

し
か
し
、
行
政
調
査
部
に
よ
る
公
庁
案
を
、
当
時
v
円
相
で
あ
っ
た
片
山
折
口
は
、
社
会
党
に
よ
る
固
有
国
常
化
路
線
を
妨
げ
か
ね
な
い
も
の

北法;;8(2 '1(2) 592 



と
見
て
い
た
。
そ
の
た
め
行
政
訓
育
部
は
、
片
山
内
閣
に
お
い
て
あ
え
て
こ
れ
を
推
進
せ
ず
、
次
の
芦
川
内
閣
に
対
し
て
公
け
案
を
提
示

査
部
総
務
部
長
)

一
九
四
八
年
六
月
三
日
の
「
臨
時
行
政
機
構
改
革
審
議
会
」
(
第
一

は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

回

に
お
い
て
幹
ポ
長
の
前
川
克
「
」
(
行
政
調

し
た
。
す
な
わ
ち
、

「
・
・
・
何
と
か
こ
れ
を
も
の
に
し
た
い
と
い
う
気
も
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
c

〔
川
山
か
ら
芦
出
へ
〕
内
問
も
か
わ
り
、
情
勢

も
交
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
か
ら
、
独
ム
ゼ
杯
皆
川
制
が
非
市
に
キ
か
ま
し
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
行
政
調
杏
出
と
い
た
し
ま
し
て
は
ぜ
ひ
こ

う
い
う
案
〔
公
庁
案
〕

の
実
現
を
期
待
い
た
し
た
い
J

前
回
が
公
庁
案
を
一
示
し
た

「
臨
時
行
政
機
構
改
芋
審
議
会
」
と
は
、
「
臨
時
行
政
機
構
改
革
者
議
会
令
」
に
基
づ
主
二
九
凶
八
年
一
月
一

六
日
に
設
置
さ
れ
た
「
行
政
機
構
の
改
革
に
悶
す
る
亘
安
事
以
の
調
台
審
議
を
行
、
つ
」
機
関
で
あ
る
c

そ
し
て
、
凶
月
一

H
に
「
中
間
報
告

六
月
三

O
H
に
「
最
終
報
告
及
び
勧
告
」
を
内
閣
総
川
崎
大
片
(
声
出
均
)
に
対
し
て
「
わ
っ
た
っ
こ
の
う
ち
「
中
間
報
持
及
び

一
般
行
政
雫
務
、
政
府
専
売
事
業
、
川
営
企
業
の
二
者
を
区
別
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
以
上
の
内
、

及
び
勧
告
」
、

勧
中
ど
で
は
、
「
国
家
の
活
肋
の
中
に
は
、

国
家
の
企
業
の
経
営
は
、
他
の
二
者
ー
と
は
そ
の
性
質
が
非
常
に
異
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
国
家
の
企
業
経
併
を
一
般
行
政
機
構
か
ら
切
離
し
、

企
業
経
常
と
監
督
行
政
と
の
混
滑
を
忙
し
て
行
政
機
構
の
純
化
を
図
る
と
同
時
に
、
又
、
国
家
企
業
の
経
常
に
は
人
事
、
会
計
の
而
で
企
業

まと五、議と官僚川 (10・完)

独
立
性
を
ム
引
す
る
機
構
を
し
て
行
わ
し
め
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
の
で
、
鉄
道
、
帰
一
信
壮
一
寸
の
企
業
令
け
を
改
編
す
る
」
と
の
「
処
理
方
針
」

rm〕

が
示
さ
れ
た
υ

し
か
し
、
「
最
終
報
告
及
び
勧
土
川
」
で
は
、
鉄
道
・
通
信
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
鉄
道
総
局
系
統
の
事
務
の
う
ち
か
ら
耽

管
行
政
を
分
離
し
、
運
輸
省
の
機
構
を
次
の
よ
う
に
す
る
。
刊
し
、
本
決
定
は
析
ど
的
の
も
の
で
、
欽
直
総
局
系
統
に
つ
い
て
は
、
今
後
公

引」

庁
案
(
行
政
調
査
部
試
案
)
を
参
照
し
品
川
装
経
常
に
闘
す
る
抜
本
的
改
草
を
行
、
つ
べ
き
も
の
と
す
る
」
(
運
輸
部
内
)
、
「
現
業
と
監
管
行
政

と
を
分
離
」
す
る
(
逓
信
部
内
)
と
述
べ
ら
れ
る
に
と
と
ま
っ
た
。
「
政
府
の
合
楽
の
形
態
に
つ
い
て
の
改
午
は
、
こ
れ
を
今
後
の
決
定
に

-位
一

ま
つ
こ
と
」
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

北法58(2-10:;)593
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(
i
)
れ
政
調
存
部
は
、
総
扮
・
際
情
・
公
務
員
選
営
の
各
市
か
ら
な
っ
た
り
な
お
、
こ
こ
で
の
活
動
は
同
哀
れ
政
組
織
法
の
有
索
な
ど
に
結
実

し
た
行
政
利
査
部
に
つ
い
て
は
、
行
政
管
珂
庁
管
理
部

プ
山
政
機
構
作
山
山
第
巻
し
(
わ
政
管
理
庁
管
理
部
、
九
五
の
年
)
一
九

一
頁
。

(
2
)

「
同
也
事
業
の
経
常
形
態
に
附
す
る
件
説
明
一
(
わ
政
調
査
部
「
凶
家
企
業
の
経
営
形
態
に
関
す
る
作
一
国
ウ
同
会
側
書
館
芯
政
資
料
室
所

政
「
佐
政
達
夫
以
人
主
凶
」
一
じ
一
ご
。

(
っ
け
)
わ
政
調
査
部
戸
山
政
調
斉
部
通
営
の
方
針
及
び
淫
公
的
状
況
」
(
昭
一
一
二
・

0
)
同

υ
凶
会
図
古
館
念
政
資
料
室
所
蔵
「
佐
膝
達

大
丈
害
」
一
七
一

cc
こ
り
っ
ち
械
情
部
の
二
、
具
体
的
調
査
原
口
」
一
〔
、
何
別
的
研
究
原
口
」
一
山
中
央
行
政
機
構
に
閲
し
て
」
に
一
カ

現
業
的
肖
庁
の
機
構
を
ど
う
す
る
か
」
と
い
う
項
目
が
見
ら
れ
る
υ

(
4
)
機
構
部
尚
什
一
部
員
「
わ
政
機
構
改
革
の
一
試
案
」
(
昭
和
一
、
一
、
六
補
)
同
?
止
国
会
凶
害
館
憲
政
資
料
室
川
煎
「
休
藤
注
大
文
書
」

一
七
一
。

(
5
)
機
惰
部
雄
川
市
民
「
困
J

率
的
事
業
の
経
企
形
態
に
つ
い
て
一
戸
町
、
三
、
ー
ハ
、
阿
)
凶
リ
一
回
会
図
古
館
念
政
資
料
室
所
山
崎
「
佐
藤
達
夫

丈
再
」
一
じ
一
な
お
、
こ
の
丈
再
に
お
い
て
公
団
は
検
討
さ
れ
て
い
な
い
じ

(
6
)
わ
政
調
杢
部
陣
内
構
部
「
処
埋
を
予
定
す
る
、
よ
要
項
口
」
(
一
一
・
七
一
五
)
困
ー
止
国
会
図
害
館
憲
政
資
料
宗
一
川
蔵
「
休
日
除
達

L
f，
人
杏
」
一

七一

O
)
な
お
、
こ
の
正
舎
の
〔
備
考
〕
で
は
、
一

I

以
上
の
件
項
目
は
、
九
月
二
十
日
迄
に
逐
次
成
案
を
得
る
よ
う
処
即
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
J

と
あ
る
。

(
7
)
わ
政
調
脊
部
「
同
家
企
業
の
経
営
形
態
に
関
す
る
件
」
一
一
一
・
一

O
(同
止
国
会
凶
害
館
窓
政
資
料
室
川
煎
「
佐
藤
達
夫
丈
再
」

七
一
)
。

(
υ
0
)

同
布
。

(
9
)

「
臨
時
わ
政
機
構
改
草
審
議
会
(
第
十
一
一
同
)
」
(
昭
和
一
十
一
年
ハ
月
一
一
一
日
)
川
八
頁
コ
本
議
事
録
を
閲
覧
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

拓
殖
大
学
教
授
に
使
一
円
を
凶
っ
て
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
中
L

げ
ま
す
。

(
山
川
)
わ
政
調
脊
部
一
鉄
道
公
庁
県
綱
案
」
(
一
一
、
一
一
、
八
)
阿
1
L
同
会
図
書
館
窓
政
資
料
室
川
積
一
佐
藤
達
夫
士
吉
」
一
七
一

(
U
)
h
政
調
存
部
「
逓
信
公
庁
虫
綱
案
」
戸
一
月
九
日
)
困
立
同
会
阿
害
賠
憲
政
資
料
実
所
砧
「
佐
族
達
夫
!
え
害
」
一
七
一

同
出
中
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(川
μ
}
h
f以
訓
菅
部
皇
で
γ

古川八三丁一一
m
K
籾
京
L

(

リ
目
円
)
司
ペ
ウ
I
3
r
三
司
吉
川
丸
芯
政
資
料
育
訓
位

刊
以
ヒ
、
つ
の
む
制
支
は
、
九

J
¥

一
総
日
一
、
役
員
及
び
説
員
、
三
怯
に
w
一
長
回
門
ハ
ム
胃
、
い
町
五
戸
川
、
力

凶
問
、
か
ら
な
っ
て
お
り
、
形
式
が
や
え
ら
れ
て
川
る
こ
と
が
公
か
ふ
〔

〆
日
」
一
鉄
道
公
庁
案
ト
山
口
刈
」
一
一
ヲ
総
吋
令
部
民
間
旭
川
市
い
は
り

y
チ
ャ

l
ス
、
「
ア
ゲ
ロ

l
L
P
V止
び
ミ
ソ
チ

L
ル
三
氏
の
忠
弘

υ
凶
会
凶
岩
館
主
政
資
料
室
一
号
同
佐
藤
述
主
人
語
」
一

i

七
)

J

一
日
比
)
「
公
庁
案
に
ひ
λ

す
る

G
U
Q側
力
者
見
へ
経
済
制
竹
千
U

町
ぺ
財
務
部
リ
v

ド
及
び
ハ
ノ
イ
ナ
〆
ス
シ
げ
ハ
)
L

一
一
・
一
一
-
己
(
国
立
同
会
川
平
E

日出

達
政
資
い
や
￥
一
附
山
崎
休
藤
達
ト
K
T
r
人
吉
一
ヒ
一
七
¥

v

な
お
、

1

出
羽
部
一
は
財
政
設
の
こ
と
予
あ
る
。

こ
3
)

一
公
門
主
に
刈
ず
る

G
H
Q
M
の
さ
見
(
民
間
以
倍
以
丹
ブ
こ
〆
ぇ
ア
1
比
び
ア
レ
ン
氏
ご
一
一
一
一
七
(
恒
!
斗
匝
会
図
書
館
忠
政
資

川引が一
f

引
叫
一
切
藤
一
町
夫
1
1

人
者
一
七
七
)
。
な
お
、
行
冊
以
前
査
部
が
作
的
、
し
た
一
日
r
私
企
業
の
一
程
一
百
形
能
、
い
問
T

るおけ一
f

誰
7
参
同
じ
で
一
引

さ
れ
た
、
公
庁
の
J
A
J

い
け
う
い
想
信
省
の
泥
止
に
つ
い
て
は
可
能
に
思
つ
が
、
虫
局
で
は
問
答
で
与
な
い
」
と
さ
れ
た

J

(
刊
日
〕
前
掲
爪
討
中
市
来
に
利
す
る

G
H
Q側
。
吉
国
兄
(
ノ
下
流
科
会
同
町
お
古
川
J
7

ド
氏
疋
ひ
ハ
ソ
子
、
J

ス
氏
)
」
、

(
げ
)
「
公
hυ
ゲ

八

に

泣

す

る

天

然

資

源

却

の

岩

見

一

~

出

υ
A
V
会
陸
自
知
書
政
資
料
宗
一
川
蔵
「
併
践
し
法
l

ん

J

人主
U

一

七

じ

て

ずみお
1

1

八
然
資
淑
叫
」
〕
川
一
大
然
資
源
]
は
の
こ
と
で
あ
る

〆
凶
)
前
拘
ー
臨
時

f
政
吟
構
改
革
審
議
会
〆
治
十
凹
)
力
一
一
一
同
ハ

ヘ
山
山
)
逆
輸
針
一
欽
辺
公
汁
奈
l
q

し
対
す
る
よ
川
見
沼
利
ー
一
年
十
耳
十

E
(
凶
作
副
会
川
門
戸
筒
憲
政
資
料
出
所
蔵
排
除

f

主
?
ん
よ
書
」

、
小
川
)
活
行
許
1
=

匝
ま
ι
I
Y
A
の
託
常
一
持
能
い
に
問
ず
る
件
"
に
つ
い
て
の
さ
弘
前
町
炉
、
一
、
(
回

J
Mム
古
川
川
吉
館
査
以
資
ト
ヂ
ム
十
一
庁
H
M
同
「
仏

i

時

達

夫

丸

古

一

七

七
)ω

(幻
J

専
売
一
同
一
事
ー
完
川
公
庁
宗
門
川
す
る
位
以
凡
一
、
一
、
剖
一
同

υ
同
会
凶
古
館
者
政
資
叫
当
所
蔵
一

υ
除
4
2
1

犬
x
Tパ
一
七
ヒ
」
{

な
お
、
こ
の

J入
車
[
は
、
一
一
汀
一
け
い
4
4

完
局
長
JH
か
ら
行
政
調
子
部
lu
に
泊
さ
れ
一
、
い
る
c

〈
刊
)
こ
れ
ね
引
に
行
政
調
有
部
は
、
在
十
富
な
と
い
い
も
音
…
孔
を
ぷ
め
一
い
る
町
三
日
立
は
司
家
企
業
…
の
経
営

μ迭
に
院
す
る
円
」
(
九
九
己

t

J

一
月
へ
円
」
に
つ
い
て
了
公
け
収
誌
を
中
V
L
Y

す
み
れ
政
調
キ
部
支
は
、
次
週
及
び
単
一
信
宇
業
に
時
限

J

て
4
4
押
さ
が
化
、
へ
き
も
の
一
~
怯

線
部
は
引
用
者
に
」
る
一
と
日
常
を
む
〆
よ
り
つ
ま
打
、
専
完
に
つ
い
て
は
公
庁
形
肢
と
す
る
こ
と
に
反
対
し
た
り
で
あ
る
ハ
そ
し
て
「
7

ル

:
f
I
、

ノ
ム
F
t
F

ム
川
区
去
背
、

にノ

な
お
、

ト

じ

円

弓
|五

ο
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コ
ー
ル
〔
専
売
〕
に
つ
い
て
は
現
行
の
制
度
を
長
も
適
当
と
認
め
る
」
と
し
た
(
商
省
「
困
家
企
業
の
粁
常
形
態
に
悶
す
る
行
政
副
大
山
部
案

に
つ
い
て
」
一
一
、
一
一
、
一
七
同
リ
凶
会
凶
宍
館
窓
政
資
料
室
所
以
「
佐
藤
且
士
文
書
」
七
七
)
閃
み
に
ア
ル
コ
ー
ル
専
売
の
廃

H
に
反
刈
す
る
目
見
と
し
て
、
別
人
述
、
限
昨
工
業
課
に
よ
る
一
回
家
企
業
の
粁
日
形
態
に
関
す
る
件
」
(
回
す
凶
会
川
書
館
憲
政
資
料
半
所
成
一
佐

藤
達
夫
丈
古
」
一
七
一
七
)
が
「
参
考
」
ー
と
し
て
添
付
さ
れ
た
。

(
内
山
)
行
政
調
存
部
「
新
窓
法
↑
の
行
政
機
構
改
革
の
方
針
」
昭
和
一
、
一
二
、
む
(
凶
守
回
ム

EMq円
餅
憲
政
資
料
一
学
所
成
「
佐
藤
達
夫
丈
再
」

一
七
一
二
三
ハ
三
九
白
円
。
な
お
、
こ
れ
は
「
第
一
平
中
央
行
政
機
構
の
改
革
」
の
「
(
一
)
件
省
機
構
の
改
革
」
に
お
け
る
「
四
羽

業
省
の
問
題
一
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
原
形
と
な
っ
た
の
が
、
行
政
調
査
部
機
構
市
佐
藤
功
部
員
に
よ
る
「
新
憲
法
「
の
わ
政
機
構
改

革
の
ん
針
」
「
一
一
一
心
)
で
あ
る
(
凶
i

止
阿
会
図
書
館
愈
政
資
料
室
川
蔵
「
佐
藤
迂
夫
i

え
古
」
一
一
一
一
七
心
)
。
こ
れ
を
佐
藤
は
、
総

務
部
長
(
前
凶
克
i
L
)

の
命
に
よ
り
、
法
制
局
長
dH
に
提
出
し
て
い
る
(
同
)
。

(
川
崎
)
同
打
、
わ
政
調
官
部
一
新
憲
法
の
行
政
機
構
改
リ
中
の
方
針
」
一
向
八
三

(
幻
)
前
U
H
L
己
は
、
九
同
八
年
六
川
一
一
口
の
第
一
一
回
臨
時
行
政
機
構
改
小
常
議
会
に
お
い
て
「
当
時
は
片
山
内
閣
の
時
代
で
あ
り
ま
し
亡
、

総
珂
大
出
に
も
ち
ょ
っ
と
お
ヰ
に
入
れ
ま
し
た
と
こ
ろ
、
別
に
こ
の
業
は
思
い
と
は
忠
は
ぬ
け
れ
ど
も
、
ど
う
も
社
会
党
で
同
有
国
営
と
い
う

こ
と
を
や
っ
て
い
る
の
と
は
逆
に
い
く
よ
う
な
気
も
す
る
の
で
、
そ
の
ト
門
が
合
し
気
に
な
る
ん
だ
が
と
い
う
訴
が
あ
り
ま
し
た
」
と
述
、
へ
て
い

る
(
削
掲
「
臨
時
行
政
機
構
改
弘
存
議
会
(
第

l
一
一
回
ご
有
五
頁
)
。
当
時
、
社
会
党
が
推
進
し
て
い
た
石
炭
同
有
化
に
つ
い
て
は
、
林
出
美

一
片
山
内
閣
と
炭
鉱
凶
家
缶
珂
」
(
『刊
報
-
近
代
円
本
研
究
凹
太

T
洋
戦
争
開
戦
か
ら
講
和
ま
で

-
山
川
出
版
社
、
九
一
八
一
年
Y)

(
お
)
前
凶
弘
己
は
「
当
時
は
社
会
党
内
閣
で
い
ろ
/
¥
石
炭
な
と
の
問
題
も
あ
り
ま
し
た
と
き
で
す
か
ら
、
こ
れ
を
わ
政
嗣
布
部
で
力
強
く
推
進

す
る
こ
と
は
避
け
て
お
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
(
同
布
「
臨
時
わ
政
機
構
改
革
審
議
会
(
第
十
同
ご
立
主
白
心
、

(
幻
)
同
行
ο

(
お
)
「
臨
時
わ
政
機
構
改
苧
審
議
会
令
一
第
一
条
は
、
同
存
議
会
に
つ
い
て
「
内
閣
総
理

K
丙
の
耽
督
に
同
し
、
行
政
機
構
の
改
革
に
閲
す
る
重

公
布
市
引
の
調
査
審
議
を

h
い
、
内
閣
総
坦
大
匝
に
対
し
、
そ
の
結
果
を
報
告
し
、
円
つ
必
要
な
勧
刊
を
行
、
つ
」
と
引
出
し
て
い
る
(
前
掲
行
政

椛
栴
汗
報
約
一
巻
』

二
二
頁
)
。

(
却
)
阿
打
、
一
一
一
六
頁
=
一
小
川
報
告
及
び
勧
パ
口
」
の
ん
l

丈
に
つ
い
て
は
、
阿
、

(
叩
)
同
行
、
一
八
頁
。

"見
ーふ
i師
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造
幣
局
の
機
構
簡
素
化
に
つ
い
て
一
は
止
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
た
(
同
、

一
四
頁
)
。
全

(
札
)
阿
右
、
一
一
九
頁
つ
な
お
大
此
省
に
閉
し
て
は
、

文
に
つ
い
て
は
、
向
、
一
口
四
一
一
貝

(
犯
)
阿
打
、
一
口
六
頁
=
な
お
、
こ
れ
と
同
時
期
に
寄
議
さ
れ
て
い
た
阿
家
行
政
組
織
法
は
、
凶
リ
叫
企
業
に
つ
い
て
特
別
の
規
定
を
設
け
て
い
な

い
。
そ
れ
は
、
国
家
行
政
相
純
法
で
は
「
凶
家
公
湾
民
法
で
現
業
官
庁
の
職
員
が
特
別
職
と
さ
れ
、
そ
れ
に
つ
い
て
般
職
と
別
の
組
定
が
設

け
り
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
み
向
か
ら
凶
川
内
企
業
経
営
機
関
の
運
営
が
適
当
に
行
わ
れ
て
わ
く
こ
と
を
州
待
」
し
た
た
め
で

あ
る
(
前
掲
「
困

J

ヂ
什
政
組
織
法
想
定
問
符
」
「
休
藤
達
夫
文
書
」
一
七
一
一
一
万
、
に
お
け
る
問
「
企
業
け
い
庁
に
付
て
何
時
寸
か
特
別
の
考
慮
を
し

て
ゐ
る
か
一
の
符
)
。

第
二
節

「司

5
-
R
h
o円
七
C
片
山

C
C
H
戸
」
と
し
て
の
公
社
の
誕
生

「
マ
ッ
カ

i
サ
l
書
簡
」
と
「

2z-n
円
。
弓

2
5
c
E
化

まと五、議と官僚川 (10・完)

マ「
ツし、

カわ
I l;f 
サ図
l ら
書へざ
筒三る
L ~Ij 

の
掲I
占

よ

強
力

推
進
支

れl
」

現
業
(
円
庁
の
般
行
政
機
構
か
ら
の
分
離
は

る
こ
と
に
な
っ
た

二
一
〉

E
E

Z
、0
圭
4
Mい

と
な
っ
た
の
が

九
四
八
年
七
月
一
一
け
の

で
あ
る
。

マ
ッ
カ

l
サ
ー
か
ら
芦
出
v
円
相
に
宛
て
て
発
せ
ら
れ
た

同
家
公
務
員
法
を
改
H
す
る
こ
と
で
国
警
公
務
口
か
ら
争
議
権
と
け
体
交
渉
権
を
剥
奪
す
る
よ
う
指
示
す
る
一

h
、

」
の
書
簡
は

他
七
川
に

お
い
て
「
寸
与
}
百
円
。
与
。

3
5
E
化
さ
れ
た
鉄
道
と
専
売

が
で
き
る
と
し
て
い
た
コ
す
な
わ
ち
「
勺
戸

E
n
n
o
H
空

R
P
E
E
L (

塩
・
停
脳
・
煙
草
)

の
職
員
に
つ
い
て
は
国
家
公
務
員
か
ら
除
外
す
る
こ
と

化
し
た
場
合
に
限
り

こ
う
し
た
現
業
行
げ
の
職
員
に
制
約
つ
き
で
団
体

北法58(2-107)597



"見

父
渉
梓
を
一
認
め
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
加
え
て
、
こ
の
世
田
簡
で
は
、
逓
伝
省
の
山
口
編
成
に
つ
い
て
も
言
及
が
な
さ
れ
た
υ

こ
う
し
て
円
本
政
府
は
、
人
ポ
管
理
も
し
く
は
労
務
政
策
の
観
点
か
ら
現
業
官
庁
を
「

EF--円
c
召

2
5
0
E
化
す
る
こ
と
で
、
現
業
官

庁
を
般
行
政
機
構
か
ら
分
離
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
経
営
形
態
を
「

2
c
r
p召
三
己
5
ロ
」
に
変
更
す
る
か
ど
う
か
は
、

日
本
政
府
の
同
方
釦
何
に
か
か
っ
て
い
た
c

こ
の
こ
と
に
関
し
て
七
月
二
四
日
開
催
さ
れ
た

6
」

会
議
」
に
お
い
て
福
島
慎
太
郎
円
一房
次
長
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ーふ
i師

「
マ
元
帥
書
簡
に
関
す
る
第
四
闘
係
次
官

「
・
・
・
現
杭
の
現
業
職
員
は
す
べ
て
般
職
と
し
て
、
公
務
員
法
の
、
制
用
を
受
け
る
コ
そ
の
中
か
ら
除
外
さ
れ
る
の
は
、
鉄
道
と
守

完
の
み
で
あ
る
c

こ
れ
も
、
も
し
、
外
し
た
く
な
い
の
な
ら
、
外
さ
な
く
て
も
よ
い
。
公
叶
は
政
府
の
従
属
機
関
だ
か
ら
、
鉄
道
等
は

公
団
に
し
た
の
で
は
、
外
れ
な
い
c

外
し
た
い
な
ら
、

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
ー
ポ
レ

l
シ
ヨ
ソ
〆
に
せ
よ
c

逓
信
は
、
官
庁
に
な
る
こ
と
を

期
待
し
て
い
る
。
但
し
か
り
に
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
ー
ポ
レ

l
シ
ヨ
シ
と
し
て
も
外
れ
な
い
。

コ
ー
ポ
レ

l
シ
ヨ
ン
に
し
な
く
て
も
よ
い
。
」

専
売
も
必
ず
し
も
パ
ブ
リ
ッ
ク

こ
h
い
片
山
山
、

7
1
パ
l
民
政
局

(
G
S
)
公
務
員
謀
長
ー
と
の
会
談
を
踏
ま
え
て
の
発
=
円
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
「
マ

y
カ
l
サ
l
書
簡
」

は
、
現
業
官
庁
の
「

EF--nn。
長
O
H
E
5
ヨ
」
化
を
強
制
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
c

し
か
し
、

そ
の
後
の
動
き
の
な
か
で
、
鉄
、
息
・
専
売

と
い
っ
た
現
業
官
庁
は

J
5
=
n
p弓
。

3
2
0
E
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
次
に
、
大
蔵
省
の
所
泊
す
る
専
売
事
業
を
素
材
に
、

J
5
r
n
h
c円
七
。
円
山
口
。
巴
」
と
し
て
の
「
公
社
」
が
誕
生
す
る
過
程
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

「
2
宝
石
(
U
C

日
ロ
ミ
己
一
。
戸
」
化
に
よ
る
「
公
社
」

の
誕
生

当
時
の
大
両
省
は
、

G
H
Q
と
の
折
衝
窓
円
と
し
て
独
自
の
渉
外
部
局
を
設
け
て
い
た
。
本
原
で
は
、
渉
外
部
長
で
あ
っ
た
液
辺
武
の

北法;;8(2' 1(}お)598



日
記
(
以
ド
t

、
「
渡
辺
日
記
'
と
記
す
)
を
通
し
て
、
専
完
事
業
が
「
三
宮
百
円
。
門
口
。

E
C
o
f
化
さ
れ
る
過
程
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
つ

『渡
辺
け
記
r

に
「
E
t
r
n
p円
七

C
E
Eど
と
い
う
一
口
葉
が
は
じ
め
て
盆
場
す
る
の
は
、

こ
の

H
、
北
村
徳
太
郎
大
蔵
大
臣
は
、

G
H
Qー
と
の
定
例
会
見
に
お
い
て

九
四
八
年
七
月
一
八
円
の
こ
と
で
あ
る
つ

「
守
完
ポ
楽
を

-Jt一目。

(UCJE戸
口

Cロ
と
為
す
か
十
行
か
は
大
蔵
省

と
し
て
間
重
考
惑
を
要
す
る
旨
巾
入
」
れ
を
行
っ
た
c

渡
辺
は
、

「
2
z
z
n
O
4
2
白
丹
石
ヨ
」
化
に
対
す
る

G

」
れ
を
受
け
て
専
業
事
業
の

H
Q側
の
山
方
を
涜
っ
た
υ

そ
こ
で
の
関
係
者
の
反
応
は
「
専
完
事
業
を
守
口

crno召
oztg
に
す
る
こ
と
に
付
て
は
慎
重
な
ら
む
こ
と

を
希
望
、
政
府
の
金
で
賄
う
以
卜
公
職
と
あ
ま
り
区
別
す
る
要
な
し
」
(
一
八
円
、

E
5
5
の
同
2
巳
)
、
「
(
を
E
E
3

〔
民
政
局
長
〕

と
十円

談
の
上
の
話
ー
と
し
て
)

日いロ一
)
-
E
h
c
H
℃
に
す
る
か
品
目
か
、
す
る
場
合
の
内
容
は
先
ず
円
本
側
で
一
系
を
作
る
べ
し
。
司
令
部
内
で
司
ロ
一
)
王

打
。
召
担
当
者
は
特
に
き
め
な
い
c

可
門
に
民
間
資
本
を
導
入
す
る
叫
能
性
は
少
か
る
べ
し
」
(
今
二
一
目
、

G
S
の

Z
Eぬ
の
)
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に

J
J号
正
門
0
弓。

E
Z
E
化
に
対
す
る

G
H
Q側
の
姿
勢
は
、
必
ず
し
も
積
極
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、

八
月
四
円
の
ど
例
会
見
に
お
い
て
大
成
省
は
「
甫
J

売
事
業
を

E
Z円
円
2
℃
に
す
る
か
百
か
は
禅
譲
会
を
設
け
て
耐
究
す
る
旨
中
入
」
れ
、
八

月
六
け
に
「
守
完
雫
業
者
議
会
」
を
設
情
し
た
。
か
く
し
て
、
こ
の
問
題
は
円
本
側
で
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

まと五、議と官僚川 (10・完)

一
日
に
は
じ
ま
っ
た
専
売
ポ
業
審
議
会
(
会
長
荒
井
誠
一
郎
元
専
売
局
長
行
)
で
は
、
幹
事
側
か
ら
提
出
さ
れ
た
第
一
案
H

「現

行
制
度
の
改
善
楽
」
と
第
二
案
H

「
専
売
公
庁
案
」
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
。

E
l比
の
大
勢
を
占
め
た
の
は
、
況
行
制
度
を
改

告
す
る
と
い
う
第
系
で
あ
っ
た
。
審
議
会
は
、
現
業
官
庁
と
し
て
の
枠
組
を
こ
れ
ま
で
通
り
維
持
す
る
と
い
う
雰
凶
気
だ
っ
た
の
で
あ
る
コ

J¥ 

月

か
く
し
て
、
九
月
一
九
け
に

J

而
の
処
置
と
し
て
は
専
売
事
業
の
現
状
を
基
従
と
し
、
そ
の
上
に
す
っ
て
労
務
の
関
係
を
調
節
し
、
又
能

率
増
進
の
I

刀
法
を
山
来
る
だ
け
講
ず
る
こ
と
が
最
も
適
切
と
考
、
λ
」
「
現
行
制
度
の
改
甚
索
」
を
付
し
た
「
中
間
報
告
」
が
大
蔵
大
臣
に
従

北法58(2-109)599

出
さ
れ
た
っ

E
S
S
と
の
定
例
会
見
の
皮
に
、

ほ
ぱ
毎
回
、
結
論
を
山
す
よ
う
求
め
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
八
月
一

こ
の
問
、
大
蔵
省
は
、



"見

「
刊
日

刊
に
は
マ
ー
カ
ッ
ト

(
E
5
5
局
長
)
か
ら
「
な
る
べ
く
円
く
結
論
を
山
川
す
べ
し
」
と
言
わ
れ
、
八
月
一
一
五
日
に
は
「
守
売
に
関
し
こ
の

。〕

次
迄
に
大
体
の
改
組
方
針
を
一
不
さ
れ
皮
」
と
出
門
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
八
月
一
五
円
か
ら
一
週
間
後
の
九
月
け
に
開
か
れ
た

ーふ
i師

定
例
会
見
で
は

マ
ー
カ

y
ト
か
ら
「
守
完
改
組
に
付
て
は
・
・
・
之
は
金
融
[
中
l
時
議
論
さ
れ
て
い
た
金
融
業
法
を
指
す
〕
ー
と
呉
り
多
分

に
政
治
的
問
題
以
白
山
な
窓
見
を
山
し
て
も
ら
ひ
皮
い
」
と
催
促
さ
れ
る
に
至
っ
た
c

大
蔵
省
の
動
き
は
、
遅
遅
と
し
て
進
ん
で
い
な
か
っ

北法;)8(2'110)6以)

い
ろ
い
ろ
批
判
的

E
凡

戸弘、

が
あ
り
、
大
蔵
省
が
乗
り
気
で
な
か
っ
た
の
で
、
私
の
ん
も
の
ん
き
に
か
ま
え
て
い
ま
し
た
」
と
こ
の
頃
の
こ
と
を
川
相
配
し
て
い
る
。

た
の
で
あ
る
υ

当
時
大
蔵
省
か
ら
法
務
庁
に
山
川
向
し
て
い
た
林
修
二

(
法
制
第
一
局
長
)

は
、
「
大
蔵
省
の
中
に

こ
う
し
た
状
況
は
、
九
月
九
日
の

T
前
中
に
法
務
同

(
L
S
)
で
開
催
さ
れ
た
会
議
に
よ
っ
て
一
変
す
る
こ
と
と
な
っ
た
c

こ
の
会
議
に

側
か
ら
ハ
ソ
シ
ン
オ
プ
ラ

l

ア
ブ

は、

H
本
側
か
ら
稿
烏
官
房
次
長
・
佐
藤
法
制
長
官
・
野
田
大
蔵
次
官
・
原
田
専
売
局
長
一
円
・
波
辺
渉
外
部
長
・
卜
山
運
輸
次
官
、

G
H
Q

(crs)
芋
が
同
席
し
て
い
た
。
渡
辺
は
、
こ
の
会
議
の

Yレ

(
以
卜
、

L
S
)
 
オ
グ
デ
ン

模
様
を
日
記
に
次
の
よ
、
つ
に
書
い
て
い
る
コ

「
戸
山
側
よ
り
一
昨
け
問
主
2

〔
民
政
局
次
長
〕
と
会
誌
を
開
い
た
結
果
マ
冗
帥
が
弓

E
E
2
〔
民
政
局
長
〕

に
対
し
マ
川
帥
書
簡
巾

鉄
道
及
一
市
ば
売
を
ご

z
z
h
o「℃。
HEc--
に
為
す
こ
と
に
什
官
。
七

2

2
コ
2
z
o
Z
E
c
-
-乞
払
ひ
い
出
ら
ざ
る
に
什
と
ん
な
案
で
も
よ
い
か

ら
で
吾
円
。
弓
と
す
る
案
を
作
り
法
務
庁
か
ら

-
h
に
提
問
す
べ
き
己
円
訴
が
あ
っ
た
。
」

こ
の
要
求
は
、
大
成
省
に
と
っ
て
予
期
せ
さ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で

J
5
r
hミ
吉
E
E
E
に
す
る
か
'
ど
う
か

の

「
フ
リ

l
ハ
ン
ド
」
は
円
本
側
に
あ
る
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
波
辺
が
会
議
の
な
か
で

「
之
は
従
来
ロ
抗
日
か
ら
聞
い
た
話
及
(
一
日

の

Z
E翌
か
ら
聞
い
た
話
と
は
違
ふ
所
あ
り
、

H
木
側
が

Y-寸
円
。
日
ロ
に
す
る
か
芥
か
に
付
て
も
自
由
に
す
広
見
を
山
し
て
よ
い
と
い
ふ
こ

と
に
な
っ
て
屑
た
と
中
述
」
べ
て
い
る
よ
う
に
、
大
川
叫
同
省
は
こ
の
要
求
に
ド
惑
い
を
隠
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
υ

し
か
し
、
こ
れ
は
日

本
側
の
最
終
的
な
結
論
を
拘
束
す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
た
ロ
す
な
わ
ち
、

G
H
Q側
の
趣
骨
は
「
円
本
側
が
適
当
と
信
ず
る
結
論
を
山



す
事
は
戸
山
間
で
あ
る
が
、

「
三
町
一
百
円
ミ
力
。
口
一

E
〕
に
し
た
場
合
に
於
て
は
、
如
何
与
る
役
人
が
出
来
る
か
と
い
う
事
も

氏

、

弘

、

凶
八
体
的
に
準
備
、

J

て
同
誌
の
ほ
決
を
仰
ぐ
べ
え
も
の
こ
与
え
る
で
と
い
、
つ
も
の
だ
っ
と
か
ら
で
あ
る
。

M
N
γ
公
介
業
休

ス

司

令

tmの
意
需
は
ど

ι

ら
か
と
ぶ
え
ば
三
企
業
仏
「

r
r
T
C
E
V
C
三一
CCコ
]
し
コ
為
J
7
こし
r

に
傾
い
t
h
u
る
ー
と
の
説
明
」
も
な
Jc

h

局
次
長
の
鮮
烈
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
ろ
わ

LhJO

こ
の
こ
と
に
苅
?
す
一
ゐ
一
知
県
J

問
、
読
に
於
r
¥
2
r
f
J
γ
一
審
議
す
る
こ
と
は
町
長
ぬ
が
、
V

析
し
川
門
会
が
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
v

ド
レ
ー
シ
ヲ
ン
山
口
付
ょ
い
と
い
う
決
一
誌
を
出
し

た
川
吋
ム
n
は
こ
こ
い
案
が
為
る
と
出
ぐ
仰
せ
る
よ
、

21い
し
と
ら
ど
う
か
、

ハ
ワ
リ

y
ク
・
コ
ー
ポ

L

シ
ヨ
シ
に
し
た
い
ー
も
な
け
れ
ば
い

，、
、J
ぬ

ト
ノ
¥
二
¥
兎
に
も
品
川
に
も
け
本
側
は
、
鉄
沿
?
こ
専
子
令
一

一
n
m
J
C
三〕
C
『
亡
す
一

3
4
」

仁
す
る
た
め
の
法
案
づ
く
リ
じ
収
ハ
リ
か
か
ら
な
け

れ
ば
る
よ
ら
な
く
な
っ
た

J

V

〕

3Fυ
な
が
ら
、
山
手
べ
事
業
に
つ
い
て
の
法
主
代
戒
は
、
取
羽
刊
に
進
ま
な
か
っ
た
)
そ
の
的
判
Y
7
M
句、、

に
関
わ
け
ソ
を
も
っ

E

S
S
が

J
F
t
f
E
2
5
2
5ご
を
w
い
一
九
新
た
な
殿
山
を
知

ιず
に
い
た
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
「
渡
辺
は
、
九
日
の
九
百
誌
に

E
5
5
関

係
者
が
山
川
町
し
て
い
な
か
っ
た
ご
と
!
ら
、

E
S
S
と
沖
絡
を
と
る
t
く
会
議
w
H
の
ん
!
絞
に
リ
!
い
よ
と
前
会
し
た
〈

之、、
j
h
T
J

、
)
〆
、
ふ
ど

J
r
v
E
o
h仇
ぷ

1
ピ

う~-{'::~;;とコ昨日( ~ e， ァJ

波
辺
ば
日
記
に
υ

ソ
引
の
ふ
う
に
つ
叫
し
て
い
る

一
市
民
己
は
こ
の
誌
は
全
く
じ
じ
労
力
一
部
解
と
H
l
(

る
と
し
、

恋
し
い
先
般
に
付
何
月
j

知
る
一
少
な
さ
操
子
な
り
ん
一
部
辺
絡
を
依
頼
、
す

J

川
械
部
は
内
J
m
4
7
f
l
h
r
t令

リ
ー
ド
か
九
日
の

こ
の
こ
こ
同
川
、

の
内
係
に
つ
い
て
事
，
川
に
何
も
切

ιさ
れ
て
い
ト
な
か
っ
た
こ
と
を
ボ
じ
て
い
る

f

そ
し
て
、
翌

り
l
F
が
よ
う
や
く
状
況
を
把
泌
し
え
ご
と
が
次
の
よ
ろ
に
記
さ
れ
て
い
る
ー

ご
問
中
山
日
記
ー

ゐ

一

L
A

、

¥
ノ
日
の

Q
U
〕
か
♂
円
。
民
自
で
日
が
あ
っ
と
問
、
そ
の
和
束

7
v
f
2
r
F門

E
5
5
局
長
一

仁
は
小
本
一
三
山
中
古
絡
な
き
も
戎
ば

Z
P
めと

ロロ
M
Y
M
H戸

( 

f主

i
 

仁、門引い)
 

i
 

1
 

つμ同l
 ワず

引
J4叩



"見

吾
戸
円
か
ら
問
え
の
凶
〔
G
S〕
に
話
あ
り
国
際
的
考
慮
か
ら

2
F
h
E
匂
を
作
る
希
望
が
あ
る
の
か
も
知
れ
ず
、
そ
の
場
合
も
同
月
巴
〔
E

S
S〕
と
し
て
は
財
政
耽
菅
が
充
分
行
は
れ
な
く
な
る
こ
と
を
恐
れ
る
円
話
あ
り
。
予
算
及
決
済
に
刊
き
国
会
及
会
計
検
先
院
の
監
督

ーふ
i師

を
う
け
し
む
る
要
あ
り
と
強
調
す
。
」

こ
の
こ
と
か
ら

J
z
z
z
円。

ζ
2
5
c
E
を
取
り
巻
く
二
つ
の
状
況
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
c

第
一
は
、

E
S
S
局
長
の
マ
ー
カ
ソ

ト
に
述
絡
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
一
は
、

マ
ソ
カ

l
サ
ー
か
ら

G
S
の

ケ

デ

f
ス
に
ト
ソ
プ
・
ダ
ウ
ン
で
な
さ
れ

た
寸
前
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
コ
そ
し
て
、
第
三
は
、
「
E
F
P
R℃
」
の
背
景
に
「
川
際
的
革
感
」
が
あ
る
ら
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
第
二
の
「
国
際
的
考
慮
」
と
は
、
↓
下
に
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
に
対
し
て
の
も
の
だ
と
川
い
わ
れ
る
c

ソ
連
は
、
「
マ
ッ
カ

l
サ
l
書
簡
」

問一

一
日
の
刻
日
理
ポ
会
で
労
働
組
合
を
抑
圧
す
る
も
の
と
批
判
し
て
い
た
c

ソ
速
の
批
判
を
か
わ
す
に
は
、
叫
川
体
交
渉
権

に
つ
い
て
八
月

を
認
め
る

J
5
-百
円
宝
七
2
5
0ロ
」
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
υ

「
マ
ソ
カ
l
サ
l
書
簡
」
に
対
す
る
国
際
的
な
批

戸川

そ
の
後
の

J
5
r
p召
。
E
C
E」
化
の
動
き
に
大
き
な
影
響
を
守
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

判
は
、と

こ
ろ
で
、

E
5
5
が
九
月
九
日
の
会
議
に
全
く
関
与
し
て
い
な
か
っ
一
た
と
い
う
こ
と
は
、
会
議
の
手
続
き
的
な
正
統
性
を
揺
る
が
す
と

(
回
口
町
三
)
と

面
ム、
Jι、
し
た
~!: E 
の 5
1主 5
了に
が解
次釈
のの
よ才t
う地
にを
記 lf

c...~ 7'-.. 

れる
T こ
し通コと
るとEに
。な

た

同
時
に
、

『渡
辺

H
記
'
に
は

E
S
S
顧
問
の
ベ
ー
カ
ー

。
日
の

「
勺
号
円
。
告
に
関
す
る
昨

H
の
経
緯
を
吋
請
し
た
所
、

(
U
E
Z巳
古
川
良
よ
り
析
な
る
指
示
な
き
限
り
日
本
側
の
ょ
い
と
思
ふ
系
を
促

出
す
べ
し
と
い
ふ
。
」

f
v
u山
一

ベ
ー
カ
ー
の
一
古
う
線
で
進
ん
で
い
っ
た
c

す
な
わ
ち
、
人
政
省
は
九
月
一

r
3
 

の
改
善
山
岳
」
と
第
二
業

H

J
与

-
z
n
o「℃
o
-
E
E
案
」
の
比
較
検
討
を
行
い
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
五
日
の

E
S
S
と
の
定
例
会
見
で
北

〔仰〕

村
大
蔵
大
匝
は
「
第
一
系
の
方
が
望
ま
し
い
」
と
の
与
え
を
表
明
し
た
の
で
あ
る
。
大
成
省
側
か
ら
説
明
さ
れ
た
内
容
は
、
次
の
よ
う
な

そ
の
徒
の
展
開
は
、

「
現
状
制
度

一
日
の
省
議
で
第
案
H

北法;;8(2 '112) 602 



も
の
で
あ
っ
た
っ

専
売
局
改
組
問
題
に
つ
い
て
は
左
の
二
案
が
考
へ
ら
れ
る

即
ち

a 

専
売
同
機
構
は
現
行
通
り
と
し
其
の
運
営
を
能
市
一
化
す
る
た
め
に
土
と
し
て
そ
の
経
即
山
投
入
事
面
に
所
要
の
改
H
を
行
う
っ

(
別
紙
第
案
)

b 

州
埋
草
専
売
ポ
業
の
巾
製
造
及
び
版
完
は
公
μ
引
を
し
て
行
は
し
め
専
売
局
は
収
納
及
び
監
督
行
政
を
行
、
つ
(
別
紙
第
一
案
)

以
卜
の
二
索
を
労
働
、
公
務
員
、
財
政
弘
J

の
諸
見
地
よ
り
比
較
検
討
す
れ
ば
次
の
理
同
か
ら
第
楽
を
適
当
と
考
え
る
c

〔
以
下
略
〕

「
第
一
条
を
適
巾
」
と
す
る
理
由
は
、
「
第
一
案
」
を
採
用
し
た
と
し
て
も
、
実
際
の
問
題
と
し
て
(
一
)
能
楽
権
、
三
二
給
与
支
給
、
(
一
今
)

まと五、議と官僚川 (10・完)

取
締
り
、

(
場
合
に
よ
っ
て
は
幹
主
口
す
ら
生
じ
る
)υ

「第

(
凹
)
経
理
、

に
お
い
て
「
第
案
」
と
変
わ
り
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た(

m
p
E
E
)
は
、
「
古
芸
品
事
業
に
関
す
る
限
り
八
ム
企
業

体
守
口
E
R
P
与
ミ
己
E
ロ
〕
に
し
な
い
雫
が
些

ιし
い
と
吾
々
も
考
え
て
居
る
」
ー
と
支
持
を
表
明
し
た
o

か
く
し
て
、

会」

向
楽
に
志
見
を
つ
け
た
も
の
を

L
S
に
提
出
し
た
仁

系
を
地
当
と
考
え
る
」
卜
人
政
省
に
対
し
て

ル
カ
ウ
ン
ト

(「。

noEH門
)
と
サ
ノ

l

八
日
に
大
城
省
は

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た

J
5
-
z
n
。4
0
3
=
E
山
岳
」
を
採
用
し
な
い
と
い
う
結
論
は
、
九
日
円
の
会
一
訟
で
説
明
さ
れ
た

G
H
Q側
の
意
向
(
「
司

令
部
の
意
轡
は
ど
ち
ら
か
と
云
え
は
公
企
業
体
と
為
す
こ
と
に
仰
い
で
凶
る
」
)

を
い
止
机
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
コ
そ
こ
で
波
辺
は
、

L 
S 
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"見

会会一

と
の
調
整
を
次
の
よ
う
に
依
頼
し
た
。

「
先
週
木
曜
円

(
九
円
)

リ

l
ガ
ル
・
セ
ク
シ
ョ
ン
に
於
け
る
会
議
に
於
い
て
は
従
米
マ
ー
カ
ッ
ト
少
将
〔

E
5
5局
長
〕

か
ら
聞
い

ーふ
i師

て
E
m
た
慮
と
呉
な
っ
て
公
企
業
体

[
2
t
P
R
5
4ミ
E
Zロ〕

に
す
る
事
を
民
望
せ
ら
れ
る
が
如
き
畑
中
象
を
受
け
た
が
こ
の
結
に
関
し

て
司
令
部
内
の
統
さ
れ
た
立
場
を
速
や
か
に
則
ら
か
に
し
て
頂
き
度
い
J

日
川
」

Mm」

E
S
S
側
の
代
表
と
し
て
出
席
し
た
フ
ァ
イ
ン
は
こ
れ
を

f
承
し
、
次
週
の
疋
例
会
見
で
返
答
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
。

h

斗

V
，
ん
判
川
川
一
日
円

U
Jし

3

Z

仁
'

は
、
ど
例
会
H
ん
ま
で
の

E
S
S
の
動
き
を
次
の
よ
う
に
記
録
し
て
い
る
コ

九
月
一
六
日

「
戸
厄
寺
山
に
て
国
主
主
ヨ

と
話
し
た
結
果
、

〔

L
S〕

H
M
の
志
向
は
大
蔵
宵
の
希
昭
如
何
に
拘
ら
ず
ア
号
円
。
守
口
の
案
を

提
出
せ
よ
と
の
事
な
る
こ
と
判
明
。
」

(
E
S
S
財
務
が
の

Z
Eの
7
5
2ロ
よ
い
り
)

九
月
一
心
日

「
ロ
ヨ
に
於
て
「
山
の
意
卸
に
杓
ら
ず
独
自
の
意
見
を
主
張
す
べ
き
や
百
に
付
に
己
主
巳
の
意
部
を
か
た
め
る
様
努
力
巾
ロ
」

か
く
し
て

一
川

2

7
ア
イ
ン
か
ら
次
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
た
c

二
一
日
の
定
例
会
見
で
は

「
昨
夜
マ
ー
カ
ッ
ト
少
将
か
ら
聞
い
た
処
で
は
最
高
司
令
円
の
意
図
は
公
企
業
休
守
口
三
百
円
。
弓

o
z
t
g〕
に
す
る
事
を
望
ん
で
お

ら
れ
る
模
様
で
あ
る
。
こ
れ
は
ポ
と
し
て
労
働
問
題
と
し
て
の
角
度
か
ら
来
た
結
論
で
あ
る
。
」

こ
こ
に
お
い
て
、
専
売
雫
楽
の
「

2
一
己
E
P
2
v
c
E
t
c
-
t
化
は
小
叶
避
の
こ
と
と
な
っ
た
c

こ
れ
を
踏
ま
え
て
フ
ァ
イ
ン
は
、
こ
の
改

組
が
労
働
問
題
に
端
を
発
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
則
政
卜
の
見
地
に
す
っ
た
各
積
の
主
張
は
十
分
こ
れ
を
と
り
入
れ
る
余
地
が
あ
る
」

に
次
の
よ
う
な
提
案
を
「
わ
っ
た
υ

と
述
、
へ
、

日
日
本
側
(
ト
八
円
同
省
)

「
大
蔵
省
か
ら
長
に
提
山
刊
し
た
公
企
業
体
〔

Eu--nc召
2
5
0
p〕
の
案
は
あ
ま
り
適
当
と
は
思
わ
れ
な
い
。
寧
ろ
形
式
は
公
企
業

北法;;8(2' 114) 604 



体
に
し
て
実
質
は
現
状
と
あ
ま
り
穴
な
ら
ぬ
も
の
に
し
た
ら
と
う
で
あ
ら
う
か
。
」

ブ
ア
イ
ン
は
「
公
社
と
公
社
で
な
い
差
は
次
の
一
占
で
あ
る
と

一辺、

考
え
る
c

公
社
で
は
直
ぐ
訴
訟
を
起
こ
す
こ
と
出
来
る
が
、
同
で
は
直
ち
に
訴
訟
を
起
こ
す
こ
と
は
出
来
な
い
」
と
い
う
認
識
を
持
っ
て

こ
れ
は
、
「
E
E
R
n
o召
。
E
2
2ど
を
m門
技
き
に
す
る
提
系
で
あ
っ
た
υ

い
た
c

こ
う
し
た
提
案
の
背
後
に
は
、
国
家
公
務
員
の
労
働
問
題
か
ら
発
案
さ
れ
た
「
ご

z
z
h
c弓。
E
5
2
化
に
対
す
る

E
S
S側
の

削
畑
中
〈
7

山
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

υ
E
S
S
は
「

E
F
E
円
。
召
0
2
5
E
の
給
k
J
水
準
が
政
府
と
関
係
な
く
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
れ
が
同
一
本
公
務
員
に
波
及
し
、
延
い
て
は
同
家
財
政
の
膨
張
に
つ
な
が
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
た
コ

E
S
S
は
、
国
家
財
政
の
膨
張
を
抑

め
に
、
現
状
維
持
に
こ
だ
わ
一
口
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
提
案
は
、
小
人
ル
胤
省
の
考
え
方
(
現
状
維
持
)

l

y

二
致
す
る
も
の

リ
一
〉

&
巾
寸
ヲ

7
4

で
あ
っ
た
c

-c 
l土

フ
ア
イ
ン
の
己
う
よ
う
に
表
而
上
「

EF--の円。
4
0
3
5
E
に
し
て
、
実
質
的
に
現
状
維
持
と
す
る
こ
と
は
、

川
能
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
ブ
ナ

一
心
月
一
円
に
「
専
売
事
業
等
議
会
」

の
「
巾
間
報
告
」
を
説
明
す
る
た
め
に
や
っ
て
き
た

/ 

は

荒
井
委
員
長
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
パ
ブ
リ
ソ
ク

コ
ー
ポ
レ
i
シ
ヨ
ン
と
い
う
の
は
、
非
常
に
州
の
肘
い
も
の
で
、
別
に
定
の
型
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
c

パ
ブ
リ

まと五、議と官僚川 (10・完)

、y

ク

コ
ー
ポ
l
シ
ヨ
シ
に
よ
っ
て
、
日
開
ハ
の
江
山
動
を
制
限
す
る
意
思
は
な
い
の
で
、
大
い
に
自
由
な
運
営
を
凶
ら
れ
た
い
っ
本
件
は
も

と
も
と
労
務
関
係
に
端
を
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
種
々
と
知
恵
を
働
か
し
て
白
川
由
に
宅
患
を
め
ぐ
晶
り
し
て
裁
き
た
い
コ
此
の
意
見

〔
巾
間
報
白
〕
は
一
重
機
構
に
な
る
か
ら
公
社
〔
?
壬
-
E
C
v
コ】
C
H
E
Zロ
〕
は
い
か
ぬ
と
あ
り
太
蔵
省
か
ら
前
に
持
っ
て
来
た
の
と
同

で
あ
る
が
、
結
論
を
先
に
山
し
て
考
、
λ
て
い
て
、
之
は
出
発
点
か
ら
間
違
っ
て
い
る
の
で
、
白
縄
白
縛
に
陥
る
も
の
で
あ
る
c

米
国

の
例
に
よ
れ
ば
、
公
社
守
口
E
A
n
n
o
与
。
日
=
oロ〕

は
何
で
も
山
川
来
る
の
で
あ
る
υ

先
入
王
を
品
川
て
て
、

パ
ブ
リ
ッ
ク
、

コ

オf

レ

シ
ヨ
ン
に
関
す
る
観
念
を
繁
え
る
必
安
が
あ
る
。
」

北法S8(2.11:J)fiOS
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す
な
わ
ち
、
「

E
t
p
n
o与
OE--cf
は
汎
用
性
が
高
く
、

を
め
ぐ
ら
し
て
」
決
め
れ
ば
よ
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
先
入
観
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
「

E
F百
円
♀
七

C
E
Eど
を

認

識

(一必、

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。

J
c
c一
戸
円
三
七
三

E
C
E
ー
と
現
状
維
持
は
、
こ
う
し
た

E
5
5
の
提
案
に
よ
っ
て
、
両
?
斗
叶
能
と
な
っ
た
。
か

定
の
型
が
な
い
の
で
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は

H
本
側
で
「
自
由
に
考
慮

能く
にし
なて

た官
の僚
で市1)

あは
る:j9 、

。「戸。
ご?

の

n 
C 

てコ。
印

。
= 」

の
理
論
的
な
文
脈
を
離
れ
て
、
官
庁
の
意
向
に
則
し
て
「
公
社
」
を
形
成
す
る
こ
と
が
叫

「
日
本
専
売
公
社
法
系
」
は
、
存
古
川
一
ポ
業
(
品
川
・
倖
脳
・
煙
NV)
を
そ
の
ま
ま

一
作
」

「
2
一)
-
E
Rい
三
七
百
三
5
ロ
」
に
衣
棒
、
え
し
た
も
の
六
あ
一
口
た
o

そ
し
て
、
翌
九
四
九
年
?
ハ
月
一
円
に
「

H
本
専
完
公
什
」
が
大
蔵
省
機
構

改
革
(
大
蔵
省
設
問
法
の
施
行
)
に
伴
い
発
足
し
た
じ
こ
れ
は
、
「
人
蔵
省
の
外
局
か
ら
新
し
い
公
社
制
度
に
か
わ
っ
た
こ
と
に
伴
、
つ
改
正

点
以
外
に
は
、
大
き
な
変
更
は
な
か
っ
た
に
と
評
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

つ
の
新
し
い
行
政
機
関
の
山
刊
現
を
意
味
し
」
た
の
で
あ
る

け

一
円
の
第
二
例
同
会
に
提
出
き
れ
た

つ
ま
り
、
「
公
社
」

の
は
叫
牛
は
、
「
従
来
の
公
団
と
も
異
っ
た

(
傍
点
都
は
引
川
者
に
よ
る
)
ロ
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
専
売
事
業
を

「
P
F
-
R
C
V
H日
5
2
5ロ
」
化
す
る
長
巾
の
九
四
八
年
一
け
か
ら
一
九
川
九
年
一
月
に
か
け
て
太
政
省
事
務
次
官
で
あ
一
口
た
野
川
卯
は
、

後
目
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
こ
の
コ

l
ポ
レ

l
ン
ヨ
ン
は
、

や
は
り
副
令
部
の
指
令
か
ら
き
た
わ
け
で
す
が
、
私
は
非
『
出
に
よ
か
っ
た
と
い
う
結
論
は
ま
だ
出
て

き
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
ね
。
専
売
局
に
し
て
お
い
て
も
あ
ま
り
法
わ
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
ね
。
.

専
売
局
で
や
ワ
て
い
た
っ
て
、
あ
る
い
は
公
什
に
し
た
っ
て
、
私
は
そ
う
大
き
な
主
と
い
う
も
の
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ

て
お
り
ま
す
じ
」

以
卜
の
よ
、
つ
に

H
本
に
お
け
る

「
営
団
」
や
「
公
川
」

「で口三
-
n
h
O
4
0
3
Z
Eご
と
し
て
の

「
公
社
」
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た

と
異
な
り
、
そ
れ
を
形
成
す
る
た
め
の
論
理
を
必
要
と
し
な
い
状
況
対
応
的
な
行
政
手
法
と
し
て
誕
生
し
た
。
そ
れ
故
に
、
そ
こ
に
は
、

W
-
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A
・
ロ
ブ
ソ
ン
が
「
三
宮
百
円
。
与
。

E
C
o
E
の
設
立
を
促
す
要
因
と
し
て
指
摘
し
た
経
営
に
関
す
る
議
会
の
耽
督
か
ら
の
口
白
や
、
人
事

戸
市
」

財
政
に
関
す
る
大
成
省
か
ら
の
白
山
を
求
め
る
動
き
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
行
政
手
法
と
し
て
の
論
理
を
持
た
な
い
「
公
牡
」
は
、

一
日
僚
制
に
と
っ
一
て
操
作
可
能
性
の
高
い
、
き
わ
め
て
活
川
範
凶
の
仏
い
執
務
知
識
に
な
り
う
る
も
の
と
し
て
斡
坊
し
た
の
で
あ
る
。

言主

まと五、議と官僚川 (10・完)

(
l
)
佐
藤
功
「
各
省
ぷ
置
法
及
び
わ
政
機
関
職
員
定
員
法
(
ご
最
近
に
お
け
る
行
政
機
構
の
改
革
統
一
」
(
『法
律
時
報
』
第

一

巻

第

八

号
、
九
阿
九
年
)
一
六
負
ο

な
お
佐
藤
は
、
当
時
、
行
政
調
査
部
機
構
部
に
い
た
ο

(
2
)
原
丈
は
、
外
務
省
特
別
資
料
部
編

『
H
本
市
領
疋
管
理
重
以
丈
高
集
第
一
巻
政
治
、
平
宇
、
丈
化
編
ド
(
東
洋
経
済
新
報
社
、
九
山

九
年
)
一
一
一
一
七
頁
。
「
マ
ッ
カ
ッ
サ

1
書
簡
」
の
刊
成
過
析
に
つ
い
て
は
、
竹
前
栄
治

E

戦
徒
労
働
改
革
(
東
大
出
版
会
、
一
九
八

一
年
)
二
三
口
|
一
一
六
頁
、
五

l
嵐
氏
上

回対
日
蒋
和
と
冷
戦
』
(
東
卜
人
出
版
会
、
一
九
八
六
年
)
一
六
四
六
頁
、
遠
H

路
公
嗣

a
日
本
占

領
と
労
使
関
係
の
成
『
J
(東
大
出
版
会
、
一
九
一
八
九
年
)
第
四
市
、
を
参
問
、
ご
な
お
、
こ
れ
を
受
け
て
七
川
二

H
に
一
政
令
一

O

号
」
「
政

令
に
つ
い
て
は
、
竹
，
問
、
前
掲

a
戦
後
労
働
改
桔
』

一
一
六
一
三
七
頁
)
が
公
布
施
行
さ
れ
た
結
果
、
国
家
公
務
員
か
ら
争
議
権
と
団
体

交
渉
権
は
剥
ぶ
与
さ
れ
た
ひ
そ
し
て
一
一
一
月
一
口
口
に
同
家
公
務
員
法
の
改
7
1
が
な
さ
れ
た
。

(
3
)

「
マ
ッ
カ

1
サ
1
書
簡
」
を
出
す
に
あ
た
っ
て
は
、

E
S
S労
働
ぷ
(
キ
レ
ン
ぷ
ぷ
)
と

G
S公
務
員
課
(
フ

1
パ
1
諌
長
)
の
対
止
が
日
比

ら
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
対
リ
一
に
折
り
合
い
を
つ
け
よ
う
と
す
る
な
か
で
、
現
業
官
庁
の
職
員
に
同
休
交
渉
栓
を
付
り
す
る
と
い
う
与
え
が
で

て
き
た
(
刊
し
両
者
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
了
解
し
て
い
な
い
)
以
に
つ
い
て
は
、
遠
藤
、
前
掲
害
、
第
四
章
を
参
同
の
こ
と
な
お
、

こ
こ
で
制
約
っ
き
と
い
う
の
は
、
嗣
停
仲
裁
制
度
が
設
置
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
υ

(4)
逓
信
事
業
に
つ
い
て
は
、
七
月
一
四
日
に
開
催
さ
れ
た
一
マ
元
帥
書
簡
に
閲
す
る
第
一
回
関
係
次
川
会
議
」
に
お
い
て
一
逓
信
事
業
に
は
、

パ
ブ
リ

y
ク
、
コ
ー
ポ
レ

1
ン
ヨ
ン
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
」
の
で
、
「
か
り
に
パ
ブ
リ
ソ
ク
、
コ
ー
ポ
レ

1
ン
ヨ
シ
に
な
っ
た
に
し
ぐ
も
、

北法S8(2.117)fi07
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公
務
員
法
が
適
用
に
な
っ
て
、
職
員
は
般
職
に
な
り
、
ス
ト
ラ
イ
キ
は
禁
止
さ
れ
る
」
(
布
団
次
長
)
と
述
べ
ら
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、

へ
ア
マ
一

フ
l
バ
!
と
の
会
談
を
終
え
て
会
議
に
同
席
し
た
和
島
慎
太
郎
官
一
房
次

μが
「
逓
七
部
内
を
パ
ブ
リ
y

ク
コ
ー
ポ
レ
I
シ
ヨ
ン
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
向
、
y
ニ
寸
つ
こ
と
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
と
な
っ
た
」
と
述
べ
た
こ
と
で
確
認
さ
れ
た
(
佐
川
路
地
一
マ
一
川
帥
胃
前
よ
り
阿
家
公
務
員
円
以
改

正
案
に
干
る
ま
で
の
資
料
計
↓
l

」
東
!
早
大
vj子
法
学
部
所
蔵
「
山
領
体
制
研
先
公
資
料
」
一
七
八
一
八
)η

な
お
、
逓
七
事
業
の
除
外
は
「
全
逓
に

対
す
る
露
両
な
拾
世
」
(
有
田
)
と
す
る
見
解
の
他
、
海
外
に
お
い
て
川
氏
常
形
態
の
例
を
見
な
い
こ
と
、
事
菜
の
性
質
卜
私
企
業
的
経

ιに
よ
っ

て
収
支
を
相
悩
え
な
い
こ
と
、
に
求
め
る
見
方
も
あ
る
(
佐
藤
、
前
掲
「
科
省
設
世
法
及
び
ノ
汀
政
絞
関
職
員
定
員
法
二
)
」
一
四
頁
)
。

(
5
)
五
川
町
付
ナ
出

『公
共
企
業
体
分
働
関
係
法
解
説
』
(
父
通
分
働
研
究
所
、
一
九
四
九
引
」
一
一
口
一
一
頁
。

(
6
)
前
伺
「
マ
百
一
山
害
簡
よ
り
回
家
公
p

杭
民
法
改
置
索
に
ム
土
る
ま
で
の
資
料
若

l
」

(
7
)
同
打
。

(
自
)
大
蔵
市
内
財
政
史
宰
編

a
昭
和
財
政
史
終
戦
か
ら
講
和
ま
で

'
第
A
q

巷
(
東
叫
粁
凶
新
報
朴
、
一
九
七
ヒ
作
)
川
一
利
白
八
三

(

Q

U

)

h

渡
辺
日
コ
L
L

と
は
、
前
掲
h

M

川
I
U
領
軍
父
渉
硲
録
・
渡
辺
武
日
コ
仙
』
を
旧
制
す
。
渡
辺
は
こ
の
日
記
を
出
版
す
る
前
に
、
日
記
を
べ

1
ス
と

し
た

a
ト
門
領
!
の

H
本
財
政
覚
、
ん
害
』
(
日
本
経
済
新
聞
社
、
九
i

ハl
ハ
年
)
を
間
版

L
、
そ
の
な
か
で
、
本
稿
の
以
!
の
論
述
に
関
わ
る
こ

と
を
引
出
し
て
い
る
(
「
公
務
員
法
改
止
専
必
改
制
を
め
ぐ
る
応
酬
」
)
〕
し
か
し
、
そ
れ
は
専
売
改
組
の
大
ま
か
な
過
程
を
引
出
し
た
も
の
に
過

ぎ
ず
、
本
現
で
の
問
題
関
心
で
あ
る

J
5
p
n
c
-ち
C
E巴
C三
化
的
過
程
で

J
5
-
-
n
n
2
2
-
E一Cど
と
し
て
の
公
社
が
具
体
的
に
と
の
よ

う
に
形
成
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
記
ず

ν
も
明
ら
か
に

ν
て
い
な
い
)
以
卜
で
は
、

a
波
辺

H
記
「
を
ベ

l
ス
に
、
川
大
蔵
省
の
資
料
を
崩

い
つ
つ
専
JA
事
業
の
「

2
t
p
n
c
コ】
C
2
Zコ
」
化
に
つ
い
て
品
じ
る
、
な
お
、
凶
鉄
が
「

2
t
p
n
z
v
C
2
2
5」
と
な
る
過
程
に
つ
い
て
は
、

日
本
阿
有
飢
道

a
日
本
国
右
鉄
道
百
年
史
第
日
巻
'
(
H本
阿
有
鉄
道
、
九
七
一
一
年
)
、

H
本
凶
有
鉄
道
設
与
す
準
備
委
員
会

『公
共
企
業
体

日
本
阿
有
鉄
道
L

(

日
本
交
通
文
化
協
公
、
一
九
凶
九
年
)
、
兼
松
学

h

日
本
問
有
鉄
道
論
'
(
以
大
山
版
会
、
一
九
!
八
一
千
)
な
ど
様
々
な
品
録
、

附
究
が
あ
る
。

(
日
)
前
日
(
一
口
円
)
の

E

淀
川
一
日
記
-
に
は
、
「
ハ
ウ
ギ
」
(
出
E
ぬ
の
)
を
胡
問
し
た
こ
と
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る

J
Z
Z
E
P召
o
E

言
コ
に
山
川
賞
問
、
明
日
置
に
考
古
-
古
手
と
相
談
し
世
く
べ
し
と
い
ふ
。
」

(
は
)
八
片
日
の

『波
辺
円
記
-
に
は
、
一
目
白
色
〔

E
S
S則
政
調
〕
に
よ
れ
ば
、

H
M

戸
ず
に
の
円
。
召
の
五
日
は
何
回
-
Zロ
〔

E
S
S労
働
課
長
〕
を

i

計
職
せ
し
め
る
為
の
努
力
の
あ
ら
は
れ
に
過
ぎ
ず
と
の
事
、
則
政
統
制
を
乱
す
こ
と
な
き
係
希
望
し
回
り
、
快
重
論
な
り
」
と
コ
山
さ
れ
て
い
る
υ

北法;)8(2'118)6時



まと五、議と官僚川 (10・完)

こ
の
こ
と
か
ら

R
S
S
が
、
「
E
E目
円
三
日

5
2
5
E
を
政
治
的
公
凶
に
よ
る
も
の
と
促
え
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
そ
も
そ
も

E
S
S
は、

財
政
一
回
か
ら
「
EE--η
円
三

E
2
5
2
に
消
極
的
で
あ
っ
た
。

(ロ
)

a
波
辺
日
記
-
八
川
同
日
の
瓜
}

(
日
)
よ
り
止
確
に
百
う
な
ら
ば
、
九
月
ワ
日
の
第
五
回
審
議
た
で
「
専
売
機
構
改
正
要
綱
」
が
配
布
さ
れ
、
第
一
案
は
「
ハ
河
村
案
」
と
な
っ
た
η

(
比
)
蒋
説
会
は
、
八
月
一
一
口
か
ら
一
心
片
一
日
ま
で
八
日
開
催
さ
れ
た
。
議
事
円
誌
の
大
要
に
つ
い
て
は
、
日
本
専
売
公
社

『
H
本
専
売
公
社

設
止
の
い
き
さ
つ

-
(
日
本
専
売
公
社
総
務
部
総
務
謀
、
一
九
有
三
年
)
一
一
川
百
ο

ま
た
、
大
政
省
財
政
史
百
十
編

『昭
和
財
政
史
終

戦
か
ら
品
和
ま
で

』
第
9
巻
(
東
洋
経
済
新
版
社
、
一
九
七
1

ハ
年
)
四
二
ー
ハ
頁
も
安
問
、
し
た
。
な
お
、
和
一議
会
で
は
、
わ
政
調
存
部
に
よ
る

「
専
売
口
川
公
庁
挺
綱
案
」
も
議
論
の
迎
卜
に
載
せ
ら
れ
た
(
八
川
一
心
け
の
以
前
一
凶
存
議
会
)

(
日
)
こ
う
し
た
こ
と
は
鉄
治
事
業
に
つ
い
て
も
一
言
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
松
林
澗
「
『公
共
企
業
体
日
本
国
有
鉄
道
ド
の
成
す
(
一
)

完

失

敗

L
た

a
占
領
改
革
』

」
(
固法
千
論
叢
』
第
一
一
今
巻
第
一
百
玄
八
四
八
ア
土
日
八
三

(
日
目
)
「
専
売
事
業
党
議
公
報
告
(
中
間
報
告
)
」

υ

(
げ
)
定
例
会
見
は
、
毎
週
水
曜

H
に
聞
か
れ
た
、

(
刊
日
)
波
辺
日
記
-
八
け
一
け
の
項
。

(
山
川
)
同
折
、
八
月
一
在
日
の
項
。

(ω)
阿
打
、
九

H
一
口
の
填
)

(
引
)
林
修
一
「
戦
後
則
政
史
占
領
卜
の
法
制
局
の
思
い
山
」
(
『
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
L

第
九
巻
引
力
号
、
一
九
七
三
年
1
)

五
七
頁
。

(
出
)
「
大
成
省
沙
外
科
限
(
第
九
十

t
号
)
」
(
昭
和
十
一
年
九
川
九
日
)

(お
)

h

波
辺
日
コ
L
L

九
川
九
日
の
頃
。

(
弘
)
鉄
道
者
に
と
っ
て
は
、
マ
f
m
m
せ
さ
る
こ
と
で
な
か
っ
た
。
鉄
道
省
は
、
九
川
七
日
と
八
日
に

C
T
S
か
ら
こ
の
件
に
悶
す
る
指
示
を
受
け
て

い
た
の
で
あ
る
じ
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
山
孫

f
豊
公
共
企
業
休
労
働
問
係
法
制
定
経
過
概
要
三
公
共
企
業
体
等
労
働
問
題
州
究
セ
〆
タ

1
、

一
九
七
一
年
)
七
八
員
。
と
こ
ろ
で
、
前
日
八
日
の

a
渡
辺
日
記
μ

に
は
、
ゴ
欄
外
〕
」
と
し
て
「
此
の
日
回
目

=
C
C
4
2

〔

G
S公
務

員
課
長
〕
に
商
会
、

H
U
戸

Z
呂
(
い

2
吉
E
t
g
そ
の
他
の
問
題
に
付
協
議
」
と
あ
る
こ
の
記
述
を
見
る
限
り
、

λ
商
省
側
は
こ
の
刊
に
つ
い
て

恭
ー
十
知
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
九
月
ワ
日
の
第
五
回
専
売
事
業
審
議
会
に
お
け
る

北法58(2-11り)打開
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辺
辺
の
党
一
百
は
、
大
此
省
が
敵
阪
の
外
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
「
ん
μ
議
(
九
日
〕
が
あ
っ
た
時
パ
ツ
シ
[
ハ
y

ン
ン
〕
か

ら
次
の
よ
う
な
話
が
あ
っ
た

『火
昭
円
「
八
日
〕
に
、

G
S
の
ケ
l
デ
ィ
ス
の
一
川
で
会
一一
設
が
あ
っ
た
、
マ
一
t
川
の
ぜ
見
と
し
て
は
、
日
本
側
で

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
ー
ポ
レ

i
シ
ヨ
ン
の
案
を
刊
っ
て
出
し
て
も
ら
っ
た
ら
と
う
か
「
と
い
う
よ
、
つ
な
こ
と
を
中
し
て
い
た
私
が
訴
が
今
涯
の

と
は
ち
が
う
。
司
令
部
の
与
が
か
わ
っ
た
の
か
と
た
だ
し
た
」
(
「
第
五
同
専
売
事
業
帯
設
公
速
コ
ル
虫
録
」
一
一
一
一
凶
頁
)
。
凶
み
に
、
フ

1
パ
ー

は
、
こ
の
件
に
関
心
を
持
っ
て
い
な
い
人
物
で
あ
っ
た
(
た
と
え
ば
、
遠
藤
、
前
同
出
、
一
一
一

π良)。

(お
)

h

波
辺
日
記
-
九
リ
九
日
の
瓜
。

(
お
)
前
掲
「
大
蔵
有
渉
外
持
出
戸
第
九
十
七
号
)
一
。

(
幻
)
マ
ッ
カ
l
ザ
!
の
意
一
川
を
受
け
た
ケ
1
ず
ア
イ
ス
(
一
正
(
は
)
本
J

m

H

)

が
出
席
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
「
や
や
明
確
さ
を
欠
い
て
い
た
」
と
い

う
士
山
刷
掲
「
応
力
凶
専
先
事
業
審
議
会
辿
コ
仙
要
録
」
一
凶
頁
)
。
な
お
、

『渡
辺
円
記
』
九
日
月
九
日
の
項
は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
て
い
な

い
円
記
は
一
先
方
は
同

E
2
の
意
見
は
ど
う
で
あ
っ
た
と
か
内
部
で
相
談
L
居
る
有
様
で
あ
っ
た
が
、
応
十
日
後
に
会
談
す
る
こ
と
に

決
す
」
と
あ
る
の
み
で
あ
る
ο

(
お
)
前
掲
「
大
蔵
省
渉
外
特
出
(
第
九
十
ヒ
号
)

(
却
)
前
掲
「
第
五
同
専
売
事
業
市
議
公
速
記
M
K
録
」
一
同
向
ハ
〕
こ
れ
は
、
波
辺
に
よ
る
光
一
百
の
中
で
す
川
及
さ
れ
た
。

(
山
川
)
前
出
向
「
L

八
歳
宵
渉
外
将
ほ
(
第
九
十
七
号
)
」
。
そ
こ
で
は
「
鉄
道
は
じ
I
S
も
同
席
し
て
回
り
・
・
・
専
『
刊
に
付
て
は

E
5
5
の
代
表
者
は

肘
ら
ず
・
・

E

」
と
局
さ
れ
て
い
る
つ

(出
)

a
波
辺
日
記
L
λ
川
九
日
の
頃
ハ

(
犯
)
同
布
、
九

H
一
0
1
の
項
。

(
出
)
八
月
一
一
日
の
対
日
閣
内
事
会
に
お
い
て
、
ソ
ビ
エ
ト
代
表
は
「
マ
ソ
カ
1
サ
1
害
簡
」
を
批
判
し
、
航
時
国
内
事
会
の
開
催
を
虫

h

ぶ
し
た
。
そ

し
て
、
同
一
八
日
に
臨
時
埋
事
会
が
開
催
さ
れ
た
。
吾
係
，
J
監
は
「
こ
の
よ
う
な
空
気
を
反
映
し
、
ヨ

-mZ441
一
Z
は
、
九
月
l
句
に
ム
土
っ

て
巴
巳
ご
》
η

と
阿
採
に
取
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
鉄
道
止
ぴ
専
売
の
従
業
員
を
凶
家
公
務
員
か
ら
外
ず
す
こ
と
、
こ
れ
に
什
な
っ
て
公
共
企

業
体
を
組
織
す
べ
き
こ
と
・
等
が
、
最
古
司
令
官
の
強
い
意
思
で
あ
る
と
し
と
〔
日
本
政
府
に
〕
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
」
た
と
記
し

て
い
る
(
以
に
つ
い
て
は
、
白
係
示
、
前
伺

『公
久
企
業
体
労
働
関
係
法
制
I

疋
経
過
概
要
-
四
石
頁
)
{
}
ま
た
、
ソ
連
は
、
九
月
六
日

の
椋
古
笠
宮
口
会
で
も
こ
の
こ
と
を
採
り
ト
げ
た
ハ

北法;;8(2 '120) 610 



まと五、議と官僚川 (10・完)

(
礼
)
竹
前
、
問
掲

E

戦
徒
労
働
改
革
-

一
一
七
一
三
八
頁
)
。

(釘
)

a
波
辺
日
記
-
で
は
渉
外
局
長
の
ベ
ー
カ
ー
か
、

E
S
S
の
ベ
ー
カ
ー
か
刷
ら
か
に
き
れ
て
い
な
い
が
、
対
日
投
資
に
つ
い
て
も
必
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、

R
S
S
の
ベ
ー
カ
ー
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
υ

な
お
両
ベ
ー
カ
ー
は
、
同
姓
同
名
で
あ
る
(
竹
前
栄
治

『
G
H
Q
の
人
び

と
経
併
と
政
策
h

明
古
川
香
山
、
一

C
O
一
年
、
七
一
員
)
。

(お
)

h

波
辺
日
記
-
九
リ
一

O
H
の
項
。

(
訂
)
ベ
ー
カ
ー
の
発
一
U

を
、
波
辺
、
剛
一
向

『占
領
l
の
日
本
財
政
党
え
書
』
は
、
マ
ー
カ
ッ
ト
に
よ
る
も
の
と
記
述
し
て
い
る
。
し
か
し
、
日
記

の
記
述
及
び
そ
の
後
の
展
開
を
見
る
限
り
、
こ
れ
を
マ

1
カ
ッ
ト
に
よ
る
も
の
ト
と
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。

(
部
)

a
朝
刊
'

九
州
八
九
一
一
。

(
約
)
一
大
成
告
捗
外
特
限
(
第
九
十
八
回
勺
)
」
(
昭
和
十
一
年
九
川
十
五

H
ぺ)
『波
辺

H
記
』
に
は
一
第
索
を
司
と
す
る
廿
大
住
か
ら
述
べ
」

と
あ
る
ο

な
お
、
出
席
首
は
、
日
本
側
が
北
村
蔵
相
・
沌
辺
渉
外
部
長
・
柏
木
事
務
官
、

E
5
5側
が
ブ
ア
イ
ン
・
コ

1
エ
ン
・
ル
カ
ウ
ン
ト
・

サ
ノ

l
、
で
あ
る

(
却
)
「
専
売
局
改
組
問
旭
に
つ
い
て
」
(
専
一
三
、
九
、
一
同
)
。
こ
の
i
J

人
舎
に
は
「
九
、
合
大
蔵
大
凶
よ
り
マ
司
令
部
マ
ー
カ
ソ
ト
経
済

科
学
同
ぷ
に
提
出
し
た
る
業
」
と
ぷ
き
れ
て
い
る
o
a

波
辺
口
♂
'
に
よ
る
と
、
合
目
的
疋
例
会
見
に
マ
カ
y

}
は
出
席
し
て
い
な
い
の
で
、

別
途
波
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
つ

(
記
)
前
掲
「
人
蔵
省
捗
外
特
報
(
門
前
九
十
八
は
す
)
」
υ

a
渡
辺
円
記
』
に
は

J
A
S王子凶作
5
2
何
れ
も
賛
成
」
と
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も

E
S

5
が
専
売
事
業
の
「
勺
戸
ず
に
の
円
。
弓
。
5
5ロ
」
化
に
賛
成
で
な
か
っ
た
こ
と
が
幾
わ
れ
る
。

(
必
)
「
約
七
阿
専
売
事
業
審
議
会
連
ョ
ル
型
録
」
一
一
一
白
川
ο

(
ぷ
)
前
掲
「
L

八
蔵
省
渉
外
将
ほ
F

第
九
十
七
号
)
一
。

(
叫
)
前
掲
「
大
蔵
省
渉
外
特
報
(
第
九
十
八
号
)
」

C

E

波
川
一
日
記
「
に
は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

J
孟
己
完

2
5ロ
と
の
話
の
調
仰
を
た
の
み
お
く
」

と
記
さ
れ
て
い
る
の

(
日
出
)
こ
れ
は
、
マ

l
カ
ソ
ト
が
都
合
に
よ
り
山
席
で
き
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
ご

(
剖
)
前
掲
「
大
蔵
省
渉
外
特
恨
(
第
九
十
八
号
」
」
ハ

/¥ 

川

白
(
C

「
マ
ッ
カ

1
サ

1
書
簡
」
に
対
す
る
批
判
は
、

け
心
不
困
山
門
で
も
高
ま
っ
た

同

北法58(2-121)611



"見
ーふ
i師

(
門
出
)
波
辺
目
下
位
-
九
け
一
ハ
け
の
項
。

(
川
町

)

a
波
辺
日
記
L

九
川
一
つ
刊
の
項
。

(
叫
)
一
大
成
省
捗
外
特
恨
(
品
川
百
り
)
」
(
昭
和
廿
一
一
年
九
川
汁
二

H
)

(
却
)
こ
の
会
見
の
模
検
を
波
J
一
は
一
一
日
の

H
記
に
「
専
売
改
組
は

Et--【
円
三
コ
に
す
る
こ
と
は
円
b

h

の
豆
思
な
る
こ
と
判
明
せ
り
」
と

ぷ
し
て
い
る
(
「
円
除
円
」
と
は
、

C
E
2
0町
内
『
士
宮
胃
命
日
巾
円
。
呂
田

E
号
三
。
ご

Z
E
-
-
E
E
J
4
2
ω
を
指
す
υ

外
務
省
特
別
資
料
部
縮
、
前

掲
亭
門
、
九
頁
)

C

(
日
)
前
掲
「
大
蔵
有
渉
外
持
出
戸
第
百
ロ
ケ
)
一
。

(
m
M
)

こ
れ
は
、
七
四
大
政
省
捗
外
部
次
長
が
、
九
片
一
川
に
ブ
7

イ
ン
か
ら
聞
い
た
言
葉
で
あ
る
(
前
掲
「
第
七
阿
専
売
事
業
存
談
会
速
記
民

引
制
」
五
員
)
。

(
日
)
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
林
修
一
一
一
日
本
専
売
公
社
法
と
公
万
什
ば
の
こ
と
」

勺
昭
和
財
政
史
終
戦
か
ら
講
和
ま
で

L

川
行

だ
よ
り
2
、
東
汗
経
済
新
恨
社
、
一
九
八
八
年
)
。

(弘

)
E
5
5
は
、
「
円
本
専
『
川
公
社
法
案
一
と
「

H
本
国
有
鉄
道
法
案
一
に
お
い
て
長
後
ま
で
現
状
維
持
を
巳
休
す
る
特
別
会
計
に
こ
だ
わ
っ
た
(
林
、

H
f竹
「
日
本
専
売
公
祉
法
と
公
労
法
の
こ
と
」
及
び
、
林
、
前
掲
「
戦
後
財
政
山
入
山
領
下
の
法
制
同
の
忠
い
山
山
」
五
八
五
九
頁
)
。
こ
の

こ
と
は
、
一
口
一
川
一
口
に

L
S
で
開
催
さ
れ
た
会
議

(
E
5
5
、
C
T
S
A
n
同
」
に
お
い
て

E
5
5
の
ハ

y
チ
ン
ソ
ン
三
一
C
R
丁一

=
Eと
が
「
急

速
決
定
を
裂
す
る
こ
と
、
法

p
z
h
o召
を
作
る
埋
白
が
労
働
問
題
に
あ
る
こ
と
、
の
一
つ
の
埋
由
に
基
き
財
務
関
係
の
対
議
会
等
の
「
続

は
全
然
現
状
と
同
じ
に
す
る
校
」
提
案
し
た
こ
と
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
(
『漉
辺
円
記
』

一
口
口
一
日
の
項
)
。

(
日
)
凶
鉄
が
、
運
輸
省
と

C
1
5
の
対
立
を
通
し
て
公
社
化
さ
れ
た
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
(
松
並
、
前
拘
必
丸
、
八
五
一貝
て
な
お
、
「
勺
戸
σ-5

円三
-
x
E
E
C
ご
と
し
て
の
日
本
困
有
鉄
道
も
ま
た
、
向
寸
f
M
事
業
と
川
じ
く
財
政
面
に
お
い
て
政
府
機
関
に
泣
い
拘
点
を
受
け
る
こ
と
と
な
う
た
。

こ
の
占
、
に
お
い
て

ι
5
5
の
主
張
は
国
徹
さ
れ
た
の
で
あ
る
(
逗
輸
省
編

『逆
輸
省
一
十
年
1
史
ド
逆
輸
経
済
研
究
セ
ン
タ
ー
、
一
九
人
口
午
、

一
七
五
良
)
、
〕

(
話
)
「
号
外
フ
ア
イ
シ
悼
十
と
の
公
談
記
U
M
」
昭
和
廿
一
年
十
日
一
日
白
田
渉
外
部
次
長
記
。
な
お
「
中
間
限
告
」
は
、
九
日
一
九
円
に
大

政
大
匝
に
提
出
さ
れ
て
い
る
ご

(
?
と
こ
の
こ
と
は
、
一
心
月
一
日
に

L
S
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
会
議

(
E
S
S
、
C
T
S
合
同
)
で

E
5
5
の
ハ
ッ
チ
ン
ソ
シ
二
円
三
与
5
5ロ)

北法;;8(2'122)612



まと五、議と官僚川 (10・完)

が
「
急
速
決
定
を
要
す
る
こ
と
、
及

2
z
nミ
℃
を
作
る
即
州
が
労
働
問
題
に
あ
る
こ
と
、
の
一
つ
の
理
内
に
基
き
財
務
関
係
の
対
議
公
等

の
手
枕
は
全
然
現
状
と
同
じ
に
す
る
様
」
提
案
し
た
こ
と
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る

勺
渡
辺
日
記
』

一
心
月
刊
の
現
)
。
そ
し
て
、
こ
れ
に

刈
し
て
逆
輸
省
は
一
不
満
の
桟
株
」
で
あ
っ
た
と
い
う

E
S
S
側
は
、
鉄
道
の
一

EU--の
〔
い

2
吉
E
E
0
2
案
に
批
判
的
で
あ
っ
た
リ
ー

ド
は
、
海
辺
に
「

C
T
S
は
主
三
円
ミ
七
に
し
た
つ
い
で
に
国
鉄
を
将
来
私
鉄
な
ら
し
め
ん
と
し
居
れ
り
」
(
九
月
一
同

H
)
「
鉄
道
の
案

は
・

E
-
あ
ま
り
に
私
企
業
的
考
へ
方
が
日
本
側
は
強
い
」
(
九
月
二
八
日
)
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
c

(
問
)
ブ
ァ

f
シ
は
、
壮
井
委
員
長
に
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。
「
パ
プ
リ
ソ
ク
、
コ
ポ
レ

1
シ
ヨ
ン
に
つ
い
て
の
基
本
観
念
を
変
、
え
て
裁

い
て
結
構
だ
。
一
(
前
掲
「
号
外
フ
ァ
イ
ン
博
十
と
の
会
談
記
録
一
)
。

(
悶
)
阿
川
株
の
こ
と
は
、
凶
欽
の
公
社
化
に
お
い
て
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
(
怯
服
、
前
掲
論
文
、
八
七
頁
)
。

(
削
)
前
掲

『昭
和
財
政
史
L
m
9
巻
、
四
二
七
頁
。
な
お
、
国
会
に
促
附
さ
れ
た
「
公
社
」
法
案
は
、
財
政
的
に
政
府
機
関
と
同
じ
骸
督
を
う
け

る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
)
よ
早
川
局
と
日
本
専
売
公
引
の
制
度
上
の
差
異
を
枇
品
川
〕
た
も
の
と

d

て
、
西
村
弥
一
政
策
環
境
の
変
化
と
公
牡
民

営
化
に
関
す
る
考
察
日
本
専
川
公
社
の
設
立
と
民
営
化
」
(

h

政
治
学
研
究
論
集
'
第
八
回
勺
、
一
行
一
心
二

1)
四
八
白
川
「
表
1
」
を
参
問
。

(
日
)
総
裁
に
は
則
界
か
ら
秋
山
孝
之
輔
円
借
興
業
副
社
長
を
据
え
た
、
な
お
、
公
共
企
業
体
と
し
て
の
円
本
国
有
鉄
道
も
ま
た
逆
輸
省
必
開
法
が

施
ノ
付
さ
れ
た
ー
ハ
月
川
に
発
足
し
た
じ

(
ぽ
)
ト
人
蔵
省
財
政
余
融
制
究
所
財
政
史
芹
籾

『L
八
蔵
省
史
明
治

-
K
T
K
・
昭
和

ド
第
3
巻
(
大
成
財
務
協
会
、
一
九
九
八
年
1
)

一
凶
四
頁
。

(
日
)
佐
藤
、
前
伺
論
文
、
一
七
良
。

(
悦
)
好
凶
卯
一
「
戦
後
財
政
史
戦
後
卜
人
蔵
省
時
代
の
思
い
山
」
(
『
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
ド
第
七
巻
第
ロ
ロ
勺
、
一
九
七
一
年
l

)

二
九
貞
υ

(
r
m
)

宅

hr

目
。
言
。
p
ン
一
号
室
長
N
G
民
主
に
と
喜
三
三
五
』
広
三
炉
内
塁
王
切
に
や
号
、

2
2
E
E
P
O円
売
〉

=
E
自
己
亡

2
5
「己

E
m
N
で

印

叩

(

山

内

情

達
男
副

『政
山
川
と
企
業
L

産
業
能
不
同
則
大
学
問
版
部
、
一
九
七
ロ
ザ
、
七
一
頁
。
な
お
こ
の
邦
訳
は
、
一
九
六
六
年
版
を
用
い
て
い
る
。
)

北法58(2 -12:;) 613 



"見

第

節

戦
後
保
興
期
に
お
け
る
展
開

ーふ
i師

本
一
片
の
最
後
に
、
第
二
部
で
明
ら
か
に
な
ワ
た
こ
と
を
極
め
て
お
き
た
い
。

第
ー
ム
章
で
論
じ
た
よ
う
に
「
公
団
」
は
、

G
H
Q
に
よ
る
山
領
と
い
う
環
境
の
な
か
で
誕
生
し
た
c

そ
の
起
点
は
、
卜
川
領
初
期
に
G
H
Q

が
戦
時
休
制
の
払
拭
を
私
的
独
l
川
の
禁
止
に
よ
っ
て
実
現
し
よ
う
と
考
え
、
「
C
O
Z
E
E
E】戸円。
ζ
o
z
z
o
E
の
設
立
を
刊
本
政
府
に
指
令

し
た
こ
と
に
あ
っ
た
c

日
本
政
府
は
、
こ
れ
を
受
け
て

「口

2
1
2
1
H
5
2ロ
円
ミ
E
E
E
C
E
L
を
「
公
川
」
と
し
て
具
体
化
し
た
。

つ
ま
り
、

「
の
ミ

q
E凶
作
己
円
。
召

2
5
2」
と
し
て
の
「
公
団
」
は
、
公
的
独
!
日
の
論
理
を
持
つ
一
行
政
手
法
と
し
て
登
場
し
た
の
で
あ
る
。
官
僚
制
は
、

こ
う
し
た
行
政
手
法
と
し
て
の
論
用
を
持
つ
一
公
団
を
積
極
的
に
出
用
し
よ
う
と
し
た
c

し
か
し
、
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
G
H
Q
に
よ
る
お

川辺

E

山
刊
き

(
f解
)
を
前
提
と
す
る
活
川
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
、

G
H
Q
が
既
存
制
度
の
強
化
へ
と
ん
針
転
換
し
た
粘
来
、
公
凶
の
活
用
は

抑
制
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
コ
こ
の
よ
う
に
行
僚
制
は
、
公
団
活
用
に
際
し
て
G
H
Q
の
顔
色
を
常
に
窺
わ
さ
る
を
付
ず
、
八
公

川
設
?
リ
ー
に
対
す
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
碓
?
リ
ー
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
行
政
整
理
や
「
経
済
安
定
九
原
則
」

は
縮
小
・
廃
日
へ
向
か
わ
、
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
一
で
い
っ
た
c

の
文
脈
か
ら
、
公
団

以
上
の
よ
う
な
っ
公
川
」
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
別
の
文
脈
か
ら
構
想
さ
れ
た
の
が
、
小
平
章
第
一
節
で
論
じ
た
、
行
政
調
官
部
に
よ
る
「
公
け
」

で
あ
っ
た
コ
行
政
調
査
部
は
、
新
憲
法
下
に
お
け
る
行
政
機
憐
改
革
の
一
環
と
し
て
、
現
業
官
庁
を
「
公
庁
」
と
し
て
一
般
行
政
機
憐
か
ら

切
り
離
し
、
政
ー
附
の
縮
小
を
凶
る
こ
と
を
考
え
た
。
す
な
わ
ち
、
公
け
は
、
政
府
機
構
の
縮
小
を
図
る
と
い
う
論
理
を
持
つ
行
政
手
法
と
し

て
惜
怨
さ
れ
た
の
で
あ
る
c

こ
の
意
味
で
公
団
と
公
庁
は
、
行
政
子
法
の
論
理
に
お
い
て
正
反
対
の
関
係
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

f

公
庁
は
、
関
係
各
省
の
以
対
に
あ
い
つ
つ
も
、

G
H
Q各
局
の
同
意
を
待
た
上
で
、
芦
田
内
閣
に
提
示
さ
れ
た
っ
と
こ
ろ
が
、
現
業
行
庁

の
改
革
は
、
予
期
せ
ぬ
ん
向
か
ら
推
し
進
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
コ
そ
れ
は
、
現
業
(
円
庁
の

「E

E百
円
。
円
七
ミ
E
5ロ
」
化
を
内
存
に
時

北法;;8(2 '124) 614 



り
込
ん
だ
「
マ

y
カ
l
サ
l
書
簡
」
を
契
機
と
す
る
動
き
で
あ
っ
た
っ
こ
の
な
か
で
、
政
府
機
構
縮
小
の
論
理
を
持
つ

「
公
庁
」
構
想
は
消

減
し
、
新
た
に
「
公
社
」
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
つ

「マ

y
カ
l
サ
l
書
簡
」
は
、
中
l
初
、
現
業
宵
庁
の

「三一)一】の円いミロ

cEEC-JL
化
に
つ
い
て
、

日
本
側
の
白
白
な
判
断
に
委
ね
る
と
し

て
い
た
c

し
か
し
、
中
時
の
政
治
的
状
況
の
な
か
で
、
次
第
に
「

2
z
-
n
n
o召
2
5
0ヨ
」
化
は
不
叫
避
の
こ
と
と
な
っ
て
い
っ
た
ι

そ
し
て
、

そ
こ
で
は
、
ど
の
よ
う
に
「

E
Z百
円
。
召
ミ
巳
E
E
の
内
容
を
整
備
し
て
い
く
の
か
で
は
な
く
、

J
z
c
r
n
c
G
o
E
Z
Cロ
」
を
設
置
す
る
こ

と
自
体
に
す
口
昧
が
置
か
れ
た
コ
こ
う
し
た
な
か
で
宵
僚
制
は
、
「

E
E
R
h
o
H
き

E
E
E
に
口
由
な
解
釈
を
行
い
、

そ
の
内
行
を
官
僚
制
に

と
っ
て
志
味
あ
る
も
の
に
す
る
こ
と
が
吋
能
と
な
っ
た
。
か
く
し
て
誕
止
し
た
「
公
社
」
は
、
官
僚
制
の
意
向
に
即
し
た
も
の
と
な
り
、
政

府
部
局
を
門
編
成
し
た
以
上
の
意
味
を
持
つ
も
の
に
は
な
ら
な
か
っ
た
c

こ
れ
は
、
{
同
僚
制
が
公
社
設
止
に
対
す
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
持
ち
得

た
結
果
で
あ
っ
た
υ

一月一

O
円
に
可
決
・
成
立
し
、
翌
九
四
九
年
六
月
日
に
施
行
さ
れ

る
ま
で
の
聞
に
、
民
林
中
白
蚕
糸
口
周
は
、

ι
?持
仙
格
の
安
定
を
図
る

H
的
で
「
日
本
蚕
糸
公
什
制
度
要
綱
(
系
)
」
(
傍
点
出
は
引
用
者
に
よ
る
)

を
作
成
し
た
じ
こ
の
要
綱
(
案
)

日
本
専
売
公
社
法
，
長
・
円
本
固
有
鉄
道
法
案
が
九
凶
八
年

で
は
、
「
・
・
公
社
の
性
格
、
役
職
貝
、
会
計
肱
査
等
に
関
す
る
事
項
は
他
の
公
共
企
業
体
に
関
す
る

まと五、議と官僚川 (10・完)

法
律
の
規
定
を
参
附
し
て
別
に
J

疋
め
る
こ
と
」
と
記
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
動
き
に
、
論
理
な
き
「
公
社
」
を
汎
用
性
の
高
い
行
政
子
法
と
し

て
活
川
し
よ
う
と
す
る
官
僚
制
の
認
銑
酬
を
読
み
取
る
こ
と
も
り
能
で
あ
ろ
う
υ

次
巾
で
は
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
こ
と
を
単
市
と
関
連
付
け
な
が
ら
総
折
し
、
本
稿
で
対
象
ー
と
し
た
時
間
の
公
企
業
が
そ
の
後
の
展
開

に
い
か
な
る
意
味
を
持
っ
た
の
か
を
与
え
る
こ
と
に
し
た
い

η
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"見

註

ーふ
i師

(
I
)
蚕
糸
同
「
H
本
蚕
糸
公
朴
制
度
要
綱
(
案
ご

中

啓

関

係

丈

再

」

刊

〈

9〉

1
1

四

七

戸
東
早
大
学
法
学
部
近
代
日
本
法
政
七
料
セ
ン
タ
ー
原
資
料
市
川
蔵
「
回

終
章

お
わ
り
に

木
稿
の
ま
と
め

本
稿
で
は
、
昭
和
戦
時
期
か
ら
戦
後
復
興
期
に
い
た
る
公
企
業
が
、
ど
の
よ
う
な
前
期
を
も
っ
行
政
手
法
と
し
て
形
成
さ
れ
、
{
円
僚
制
に

ど
の
よ
う
に
活
用
さ
れ
た
の
か
を
官
民
関
係
に
留
音
広
し
つ
つ
歴
史
的
に
論
じ
て
き
た
c

本
稿
を
終
え
る
に
あ
た
り
、
こ
れ
ま
で
の
論
述
を
通

し
て
明
ら
か
と
な
っ
た
諸
事
実
と
諸
論
点
を
桂
川
内
し
、
そ
れ
が
意
味
す
る
こ
と
を
ヰ
察
し
た
い
。

本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
第
一
の
占
は
、
肘
刊
殊
会
社
(
川
後
会
社
)

の
に
脈
の
上
に
「
け
ば
い
川
」
が
形
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
戦
前

期
か
ら
戦
時
期
に
か
け
て
行
政
手
法
と
し
て
大
胤
棋
に
活
用
さ
れ
た
の
は
、
特
殊
会
社
(
国
策
会
社
)

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
官
民
協
力
を

必
要
と
す
る
生
産
力
拡
充
や
同
家
総
動
員
体
制
を
川
滑
に
進
め
る
上
で
、
官
民
協
h
M
の
論
理
を
持
つ
引
妹
会
祈
(
同
議
会
祈
)

が
適
し
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
放
に
、

ψ
ー
時
、
令
け
企
業
形
態
を
活
用
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
た
υ

し
か
し
な
が
ら
、
会
社
形
態
で
あ
る
特
殊
会
社

(
国
策
会
社
)
は
、
非
採
算
事
業
に
不
向
き
で
あ
っ
た

7
H団
は
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
構
想
さ
れ
た
υ

つ
ま
り
、
台
州
は
判
殊
会
社
(
因

北法;;8(2 '126) 6Hi 



、
、
、
、
、
、

策
会
社
)
に
委
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
例
外
的
な
場
合
の
行
政
手
法
と
し
て
誕
生
を
見
た
の
で
あ
る
(
住
，
L
h同
帝
都
高
速
度
交
通
相
川

民
地
開
発
け
ば
回
)
。

一
つ
は
、
営
団
が
満
洲
に
淵
源
を
持
つ
も
の
で
な
い
と
い
う
こ
l

乙
で
あ
る
。
常
凶
の
モ
デ
ル

が
満
州
に
あ
る
と
い
う
指
摘
は
、
戦
時
期
の
み
な
ら
ず
昨
今
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
じ
し
か
し
、
実
際
に
は
政
取
を
円
治
か
っ
有
効
に
実

こ
の
こ
と
は

一
つ
の
こ
と
を
窓
味
す
る
。

施
し
よ
う
と
す
る
な
か
で
、
官
民
協
h
A
の
論
理
の
枠
内
に
お
い
て
営
凶
が
構
想
さ
れ
た
っ
営
団
は
、
当
時
の

「
官
」
(
政
府
部
門
)
と

い
ま
一
つ
は
、
「
一
九
四

O
年
体
制
」
論
の
よ
う

に
「
民
」
に
対
す
る
竹
僚
支
配
を
強
化
す
る
手
法
ー
と
し
て
営
川
を
ク
ロ
ー
ズ

7
y
プ
す
る
こ
と
の
不
山
性
で
あ
る
。
時
か
に
常
団
は
、
組

(
民
間
部
門
)

の
現
実
的
な
関
係
の
な
か
か
ら
牛
み
山
き
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
コ

織
構
造
上
、
特
殊
会
社
に
比
べ
王
管
省
の
強
い
指
揮
・
肱
皆
卜
に
胃
か
れ
る
形
態
で
あ
っ
た
c

し
か
し
、

そ
れ
が

そ
の
活
川
に
際
し
で
は
、

一
円
民
協
力
の
前
川
内
か
ら
逸
脱
し
な
い
こ
と
を
「
民
」
側
に
説
明
す
る
説
付
的
な
即
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

(
産
業
設
備
営
団
重
要

物
資
管
制
H

，H
凶
・
食
糧
伝
凶
・
y

父
易
計
凶
)
。

つ
ま
り
、
(
円
僚
制
は
、
(
円
僚
支
配
の
強
化
を
危
相
い
す
る
私
企
業
の
同
志
な
し
に
営
判
を
設
立

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
官
僚
制
が
伝
川
設
?
リ
ー
に
対
す
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
碓
す
し
、
そ
れ
を
小
人
胤
棋
に

まと五、議と官僚川 (10・完)

活
用
し
て
い
く
こ
と
は
ボ
川
能
で
あ
っ
た
仁
営
団
は
、
「
民
」
に
対
す
る
守
僚
支
配
を
強
化
す
る

T
法
と
し
て
は
有
効
に
機
能
し
符
る
も
の

〔

3
)

で
は
な
く
、
今
日
円
に
お
い
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
科
、
戦
時
期
の
官
僚
制
に
お
い
て
重
要
な
地
位
を
占
め
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
υ

本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
第
二
の
占
は
、
戦
時
期
に
お
け
る
「
営
団
」
と
戦
後
彼
興
期
に
お
け
る
「
公
川
」

の
非
連
続
な
関
係
で
あ
る
υ
出
帆

G
H
Q
が
、
戦
前
戦
時
間
の
粘
殊
会
什
(
川
策
会
社
)

後
復
興
期
の
公
団
は
、

や
営
凶
を
私
的
独
ト
ハ
機
関
と
見
倣
し
、
そ
れ
に
代
わ
る
も

の
と
し
て
「
C
2
2
2
Z
E
n宮
古
。

2
2
2」
を
設
置
す
る
よ
う

H
本
政
府
に
指
令
し
た
こ
と
で
誕
生
し
た
じ

つ
ま
り
、
公
凶
は
、
対
殊
会
社

や
営
団
の
根
本
的
な
ヴ
定
の
上
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
特
殊
会
社
(
同
策
会
社
)

(
同
策
会
社
)

や
営
団
の
よ
う
な
官

民
協
力
と
は
全
く
異
な
る
、
公
的
独
占
の
論
理
を
も
っ
行
政
手
法
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
、
つ
に
、
行
政
干
法
の
論
弾
に
お
い
て
戦
時
期

「民」
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"見

の
い
何
同
と
戦
後
保
興
期
の
公
団
に
は
断
絶
が
け
凡
ら
れ
た
っ

ーふ
i師

仰
し
、
両
者
の
行
僚
制
に
お
け
る
執
務
知
識
と
し
て
の
位
置
づ
け
は
類
似
し
た
も
の
に
な
っ
た
。
ー
初
、
公
団
に
備
わ
る
公
的
独
l
u
の
論

理
は
、
官
僚
制
に
と
っ
て
権
限
拡
張
を
正
統
化
す
る
の
に
適
し
た
も
の
で
あ
一
口
た
。
そ
こ
で
官
僚
制
は
、

G
H
Q
の
指
令
・
拍
-
小
に
使
来
す

f
4
一

る
こ
と
で
、
公
川
を
積
祢
的
に
活
用
し
て
い
こ
う
と
し
た
c

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
リ
論
見
は
、

G
H
Q
が
現
行
制
度
の
強
化
へ
と
方
針

転
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
打
ち
砕
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
行
政
経
即
キ
「
経
治
安
定
九
原
則
」
に
よ
っ
て
公
同
そ
の
も
の
の
廃

止
を
余
儀
な
く
き
れ
た
c

か
く
し
て
、
宵
僚
制
は
、
公
凶
を
行
政
子
法
と
し
て
ぷ
範
に
活
用
す
る
こ
と
を
諦
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
っ

た
。
官
僚
制
は
、
営
団
と
同
校
に
、
公
団
に
お
い
て
も
、
そ
の
設
立
に
刻
し
て
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
握
る
こ
と
が
で
き
ず
、
大
規
模
に
活
用
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
c

つ
ま
り
、
併
叶
と
一
公
阿
は
、
行
政
手
法
と
し
て
の
論
理
は
異
な
る
も
の
の
、

と
も
に
官
僚
制
に
と
っ
て

限
定
的
な
執
務
知
識
に
し
か
な
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
本
一
相
で
明
ら
か
に
し
た
第
二
の
点
と
し
て
、
戦
後
復
興
期
に
お
け
る
「
公
回
」
と
「
公
社
」

の
関
係
に
つ
い
て
繋
即
し
て
お
き
た

い
。
公
社
が
形
成
さ
れ
る
そ
も
そ
も
の
契
機
は
、
新
憲
法
下
に
お
け
る
行
政
機
構
の
改
革
に
あ
一
口
た
。
行
政
調
先
部
は
、
戦
時
行
政
機
構
(
巾

央
行
政
機
構
)
を
改
u
干
し
て
い
く
な
か
で
、
現
業
官
庁
を
一
般
行
政
機
構
か
ら
分
離
す
る
こ
と
を
考
え
た
c

そ

し

て

、

鉄

道

逓

信

専

売
事
業
を
「
公
庁
」
化
す
る
具
体
中
世
を
作
成
し
た
。
こ
こ
で
の
公
庁
は
、
政
府
の
縮
小
を
図
る
と
い
う
論
矧
を
持
つ
一
行
政
干
法
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
公
庁
は
、
政
府
の
鉱
大
を
意
味
し
、
公
的
独

U

い
の
論
理
を
持
つ
公
州
と
は
相
容
れ
な
い
関
係
に
あ
っ
た
。

ー
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
般
行
政
機
構
か
ら
現
業
官
庁
を
分
離
さ
せ
る
動
き
は
、
現
業
J

日
庁
を
「

2
一己

E
P
2
v
c
z
E
E
化
で
き
る
ー
と

し
た
「
マ
ッ
カ

l
サ
i
書
簡
」
に
よ
っ
て
、
子
期
せ
ざ
る
方
向
か
ら
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
c

こ
の
書
簡
が
附
さ
れ
た
当
初
、
現
装
官

げ
を
「
で
吾

-
z
n
o弓。
Z
E
2ご
に
す
る
か
ど
う
か
は
日
本
側
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
「
マ
ッ
カ

l
サ
l
書
簡
」

に
対
す
る
批
判
が
高
ま
る
と

G
H
Q
は
、
現
業
〕
れ
庁
を
「
勺
ロ
E
H
n
h
o
召

c
z
E
E
に
す
る
よ
う
日
本
側
に
求
め
て
き
た
。
こ
う
し
た
な
か
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で
第
一
義
的
な
意
味
を
持
っ
た
の
は
、
兎
に
も
角
に
も
「
ご
豆
百
円
。
与

O
E
E
o
E
を
設
置
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
結
果
、

G
一

J
5
p
p片言
2
5
E
を
ど
の
よ
う
に
組
織
化
す
る
か
と
い
う
具
体
的
問
題
に
つ
い
て
は
、
第
一
義
的
な
意
味
し
か
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、
い
か
な
る
論
理
を
も
っ
行
政
手
法
と
し
て
「

2
t
F
n
c
J
5
2
5
Eを
具
体
化
す
る
か
で
は
な
く
、
「

2
-
L
z
h
c「
-zzECEL

と
し
て
有
在
す
る
こ
と
に
志
味
が
お
か
れ
た
の
で
あ
る
ι

そ
れ
故
に
、
官
僚
制
は
「
ご
さ
の
円
三
宮

E
竺
C
2
」
に
白
由
な
解
釈
を
加
え
、

、
、
、
、
、
、
、

の
内
容
を
令
僚
制
に
と
っ
て

E
昧
あ
る
も
の
に
す
る
こ
と
が
叫
能
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
公
共
性
と
企
業
性
と
併
せ
持
つ
は
ず
の

「

-u戸
c
z
n

円
。
円
七
三

5
c
p
L
は
換
川
{
円
台
コ
胎
さ
れ
、
現
業
{
H庁
の
実
質
を
維
持
し
た

企
業
院
を
腎
概
し
た
)
「
公
社
」
が
誕
牛
す
る
こ
と
に
な
っ
た

本
同
有
鉄
道
・
日
本
甫
J

完
公
社
)
。

以
上
の
よ
う
な
経
緯
で
登
喝
し
た
公
社
と
、
先
に
述
べ
た
公
叶
に
有
去
な
悶
係
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
い
仁
行
政
手
法
の
而
で
は
、
公
団

が
公
的
独
ト
川
の
論
理
を
持
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
公
社
は
特
定
の
論
理
を
持
た
な
い
状
況
対
応
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
執
務
知
識
の

そ
の
設
す
に
お
い
て
官
僚
制
が
ヘ

面
で
は
、
公
団
が

G
H
Q
の
了
承
の
十
で
限
定
的
に
し
か
活
用
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、

ゲ
モ
ニ
ー
を
握
っ
た
公
什
は
広
範
囲
に
活
川
で
き
る

4
能
性
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
加
え
て
、
こ
う
し
た
公
社
は
、
行
政
調

査
部
が
構
怨
し
た
公
庁
と
も
同
畑
作
れ
な
い
関
係
に
あ
っ
た
c

まと五、議と官僚川 (10・完)

以
卜
の
諸
点
を
改
め
て
纏
め
な
お
す
な
ら
ば
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
「
人
何
回
」
「
公
団
」
「
公
社
」
が
歴
史
的
に
各
々
別
々
の
『
止

脈
と
意
味
を
も
っ
て
堂
場

L
、
{
円
僚
制
に
よ
っ
て
活
用
さ
れ
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
所
巾
で
述
べ
た
よ
う
に
、

こ
れ
ま
で
公
企
業
の
形
成
期
は
、
戦
時
期
の
営
団
に
は
じ
ま
る
時
間
判
に
即
し
た
秘
め
て
申
線
的
な
も
の
ー
と
し
て
拙
か
れ
る
の
が
通
例
で

あ
っ
た
c

し
か
し
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
そ
の
過
程
は
極
め
て
複
線
的
・
復
維
な
も
の
で
あ
っ
た
c

つ
ま
り
、
戦
、
川
矧
か
ら
の

特
殊
会
社
(
国
策
会
社
)
の
文
脈
の
上
で
営
団
が
形
成
・
活
川
さ
れ
、
戦
後
復
興
期
に
そ
れ
を
再
定
す
る
形
で
公
川
が
品
目
リ
場
し
た
っ
そ
し
て
、

そ
れ
と
は
異
な
る

4脈
に
お
い
て
公
社
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る

，ヲ， 日
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一
そ
の
後
の
展
開

ーふ
i師

「
公
社
」
は

そ
れ
ま
で
の

「
公
川
」
「
公
庁
」
な
と
と
異
な
り
、
行
政
手
法
と
し
て
の
論
用
を
持
た
な
い
と
い
う
点
で
、
極
め
て
特
徴

的
な
も
の
で
あ
っ
た
c

こ
う
し
た
論
理
な
き
公
社
は
、
官
僚
制
に
白
由
な
解
釈
の
余
地
を
匂
J

え
、
状
況
対
応
的
な
行
政
手
法
と
し
て
広
範
に

活
用
さ
れ
て
い
く
可
能
性
を
持
っ
て
い
た
っ
し
か
し
な
が
ら
、
公
社
の
設
立
は
、

一
8

一り

ま
っ
た
c

品
川
押
な
き
公
社
は
、
さ
ら
に
「
行
界
で
使
い
易
い
」
公
団
へ
と
姿
を
変
え
る
こ
と
で
、
数
を
増
や
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

九
T
1

作
の
円
本
電
信
電
話
公
社
を
長
後
に
で
つ
に
止

れ
は
、
第
ム
・
六
半
で
論
じ
た
「

CCJ12
ロ
日
代
田
民
会
主

C
Z
E
E
-と
し
て
の
「
公
叶
」
と
は
異
な
る
も
の
で
、
所
謂
、
現
在
に
つ
な
が
る
「
公

U
一

F1
一

川
」
で
あ
っ
た
仁
そ
こ
で
本
稿
を
締
め
く
く
る
に
あ
た
り
、
こ
う
し
た
「
公
団
」
の
先
駆
け
の
一
つ
で
あ
る
「
愛
知
用
水
公
団
」
を
素
材
に
、

公
社
と
今
日
口
の
公
川
の
関
係
に
つ
い
て
若
ず
の
考
察
を
試
み
る
こ
と
で
、
行
政

T
法
と
し
て
の
論
理
を
持
た
な
い
「
公
社
」
が
そ
の
後
の
民

一μ

聞
に
守
え
た
意
味
に
つ
い
て
仮
説
的
に
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
υ

一
九
万
一
年
九
月
八
け
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
調
印
さ
れ
た
話
和
条
約
は
翠
九
五
一
年
四
月
一
八
日
に
発
効
し
、

け
本
は
再
び
独
立

し
た
仁
日
本
政
ー
加
は
、
重
要
政
策
謀
訟
の
一
つ
で
あ
る
食
糧
増
産
を
実
施
す
る
た
め
に
、
世
界
銀
行
か
ら
の
仙
款
に
よ
り
愛
知
川
水
事
装
を

推
進
し
よ
う
と
唱
え
た
っ
こ
う
し
た

H
本
政
府
に
対

L
世
界
銀
行
は
、
借
款
の
条
件
と
し
て

I
V
A
の
よ
う
な
「
公
社
」
(
「
『
】
与

r
n
o吾
OECEL)

を
設
立
す
る
よ
う
希
望
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、
政
府
の
惰
力
を
ま
と
う
が
、
私
企
業
の
柔
軟
性
や
独
創
性
を
お
う
法
人
伝
ミ

E
E
E
E
)

設
置
を
意
味
し
て
い
た
c

し
か
し
、
農
林
省
は
「
公
社
」
を
柔
軟
に
解
釈
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
を
換
骨
骨
J

胎
L
、
私
企
業
と
し
て
の
柔
軟

性
や
独
創
牲
を
欠
い
た
良
林
省
の
一
部
同
に
過
ぎ
な
い
「
愛
知
川
水
事
業
公
社
」
を
設
立
す
る
法
案
を
作
成
し
た

f

そ
し
て
、
外
務
省
を

通
じ
て
山
界
銀
訂
に
「
技
国
の
況
打
法
制
卜
、
公
社
法
に
掲
げ
ら
れ
た
認
川
事
瓜
の
如
き
は
、
必
要
最
小
限
度
不
可
欠
の
も
の
で
あ
り
、
現

行
の
他
の
公
社
〔
国
鉄
・
専
売
・
電
電
〕
法
に
比
し
、
〔
愛
知
川
水
事
業
公
社
に
対
す
る
〕
政
府
の
抗
告
砲
は
弱
い
」
と
の
説
明
を
行
っ
た
υ

北法;;8(2' 130) 620 
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さ
ら
に
一
九
五
有
年
有
月
一

O
刊
に
は
、
世
界
銀
行
の
デ
フ
リ
ー
ス
に
対
し
て
「
実
況
す
る
方
式
は
、
行
政
慣
官
等
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
点
が
あ
る
こ
と
を
了
承
さ
れ
た
い
」
と
伝
え
た
。
こ
う
し
て
「
愛
知
用
水
ポ
業
公
社
法
案
」
は
「
愛
釦
用
水
公
州
法
案
」
と
改
称
き
れ

た
上
で
、
第
一
二
陥
吋
凶
会
に
提
出
さ
れ
た
。
か
く
し
て
、
農
林
省
の
外
局
の
よ
う
な
愛
知
川
水
公
団
が
斡
場
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
(
囚

み
に
、
こ
の
同
会
に
は
、
ガ
久
知
川
水
八
ム
川
法
案
の
他
に
、
日
本
住
宅
公
団
法
案
と
良
地
開
発
機
械
公
叶
法
案
が
提
出
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
川
決

成
立
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
官
僚
制
は
、
「
勺
ロ
ケ
王
(
い
(
百
七

C
2
2
2」
と
し
て
の
「
公
社
」
に
口
由
な
解
釈
を
行
う
こ
と
で
新
た
な
「
公
凶
」
を
誕
牛
さ
せ

た
。
官
僚
制
の
こ
う
し
た
行
動
が
叶
能
で
あ
ワ
た
の
は
、
日
本
に
お
い
て
公
社
が
特
定
の
論
瓜
を
持
た
な
い
行
政
手
法
ー
と
し
て
な
場
し
て
い

た
こ
と
と
無
関
係
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

f

そ
れ
は
、
世
界
銀
行
の
希
望
す
る

「
ご
さ
の
(
U
O
H

ロ
ミ

Ec--」
を
H
ハ
現
化
す
る
際
、
官
僚
制

が
最
初
に
参
照
す
る
の
は
既
存
の
一
公
社
だ
か
ら
で
あ
る
。
官
僚
制
が
一
公
社
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
、
先
に
述
、
へ
た
世
界
銀
行
に

刈
す
る
説
明
に
お
い
て
公
社
に
一
円
及
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
「
公
社
」
か
ら
「
公
刊
」

さ
れ
た
の
は
、
川
鉄
な
と
の
「
公
社
」
と
変
知
川
水
事
業
「
公
社
」
を
附
碓
に
区
別
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
公
知
川
水
事
業

出

」

、

、

、

、

f

乱

公
社
は
、
公
共
全
装
体
等
労
働
闘
係
法
の
適
用
を
受
け
ず
、
，
y
算
等
を
大
臣
認
叫
事
頃
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
c

公
団
は
、
公
社
に
比

へ
の
名
称
変
更
が
な

まと五、議と官僚川 (10・完)

ベ
同
会
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
か
ら
逃
れ
得
る
と
い
う
点
で
、
ま
さ
に
「
二
公
祉
を
多
少
簡
便
に
し
て
、

-
d」

て
憐
惣
き
れ
た
」
も
の
で
あ
っ
た
。

わ
が
同
の
官
界
で
使
い
易
い
も
の
と
し

愛
知
用
水
公
団
が
誕
ヰ
し
た
ん
ム
五
年
は
、

け
本
の
政
治
、
経
済
に
お
い
て
節
リ
ー
と
な
っ
た
年
で
も
あ
る
c

政
治
に
お
い
て
は
、
こ
の

年
に
そ
の
後
の
同
内
政
治
の
枠
組
み
と
な
る
ム
石
年
体
制
が
成
心
し
た
c

ま
た
、
経
済
に
お
い
て
は
、
っ
経
治
門
書
'
で
「
も
は
や
っ
戦
徒
h

で
は
な
い
っ
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
や
見
な
っ
た
事
態
に
当
山
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
回
復
を
通
じ
て
の
成
長
は
終
っ
た
。
今
後
の
成
長
は
近
代

〔刊台

化
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
」
と
記
き
れ
た
年
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、

H
本
は
、
周
知
の
よ
う
に
所
却
、
日
度
成
長
期
に
人
っ
て
い
っ
た
。

北法58(2. B1) 621 
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高
度
成
長
期
に
は
、
公
団
を
用
い
た
社
会
資
本
整
備
が
進
め
ら
れ
た
他
、
あ
ら
ゆ
る
所
で
公
団
が
活
川
さ
れ
よ
う
と
し
た
。
た
と
え
ば
、

昭
和
二
六
年
長
予
算
の
概
算
要
求
に
お
い
て
各
省
か
ら
提
示
き
れ
た
公
回
は
、
次
の
よ
う
な
燃
し
い
数
に
卜
っ
た
。

ーふ
i師

総
理
府

原
牛
省

農
林
省

通
産
省

運
輸
宵

建
設
省

労
働
市
向

こ
の
時
期
、

剥
技
術
開
発
公
団

水
道
用
水
公
団

m
H
業
水
利
開
発
管
理
八
ム
阿

士
業
用
水
開
発
公
川

日
動
車
検
企
公
団

鉱
γ
ム
業
技
術
開
発
公
団

水
資
源
開
禿
公
団

臨
海
て
業
地
帯
川
開
発
公
叶
(
運
輸
省
と
共
特
)

一
雇
用
促
進
公
団

比
大
蔵
官
僚
の
今
井
男
は
、
資
金
述
川
審
議
会
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
経
験
を
し
て
い
る
-

「
つ
の
日
〔
運
輸
省
〕
で
週
に
四
つ
公
団
を
作
ろ
う
と
、
そ
ん
な
案
を
持
っ
て
米
た

0

・
・
・
そ
こ
で
、

『小
人
体
、
局
長
一
人
で
や
っ

て
お
っ
た
こ
と
を
な
ぜ
川
人
も
総
才
を
作
る
必
要
が
あ
る
ん
だ
』
と
切
り
込
ん
だ
ら
、
そ
し
た
ら
、
少
し
も
驚
か
ず
『
役
人
で
あ
れ
ば

こ
れ
は
、
公
団
が
官
僚
制
組
織
の
対
外
活
肋
に
止
ま
ら
ず
、
官
僚
制
組
織
の
対
内
活
動
の
た
め
の
便
利
な
干
法
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
物

人
で
勤
ま
り
ま
す
。
公
川
、
事
業
凶
に
し
た
ら
凶
つ
に
分
け
て
や
ら
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
』
と
い
う
の
で
す
っ
」
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語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
の
公
凶
は
、
官
僚
制
の
内
部
装
置
と
し
て
の
意
味
、

〔お」

た
き
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
人
事
管
理
の
手
段
と
し
て
の
玄
味
を
持

九
六
四
年
九
月
の
臨
時
行
政
訓
査
会
(
第
臨
調
)
答
山
叩
は
、
公
企
業
が
飛
躍
的
に
附
加
し
た
料
由
を
「
巾

何台

央
省
庁
の
人
事
管
用
の
行
き
づ
ま
り
」
あ
る
い
は
「
政
治
的
圧
力
の
解
消
」
に
求
め
て
い
る
が
、
今
井
の
経
験
は
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
裏

付
け
る
も
の
と
い
え
よ
う
c

こ
の
よ
う
に
公
川
は
、
件
僚
制
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
て
も
活
用
で
き
る
便
利
な
行
政
子
法
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
υ

こ

、
初
)

れ
は
、
公
回
が
特
定
の
論
理
を
持
た
な
い
行
政
手
法
で
あ
る
が
故
に
可
能
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
公
団
が
公
企
業
の
中
心
に
あ
り

つ
づ
け
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
行
政
活
動
の
肥
大
化
や
非
能
率
化
を
も
た
ら
す
今
日
の
特
殊
法
人

指
響
を
与
え
た
の
は
、
戦
線
復
興
期
の
経
験
で
あ
っ
た
と
見
倣
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
c

(
公
企
業
)

の
あ
り
占
に
大
き
な

ザ

章

第

節

「

図

I
L
で
見
た
よ
う
に
官
僚
制
は
、
高
度
成
長
期
に
公
団
の
川
用
範
囲
を
拡
げ
て
い
っ
た
。

指
摘
す
る
よ
う
な
、

九
凶
T
1
年
以
来
、

D
・
E

デ
ィ
モ
ソ
ケ
が

H
本
が
共
産
王
義
閣
を
除
く
ど
の
因
よ
り
も
公
企
業
を
?
仏
く
活
用
し
た
こ
と
は
疑
問
が
な
い
と

い
う
状
況
が
民
刷
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で
試
み
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
展
開
の
品
川
ノ
仮
に
あ
る
前
提
を
歴
史
的
に
解
明
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
仁
し
か
し
、
公
企
業
が
両
度
成
長
期
以
降
に
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
民
間
を
見
せ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
財
政
投
融

まと五、議と官僚川 (10・完)

資
と
の
関
連
に
も
留
志
し
つ
つ
一
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
取
り
組
も
こ
と
に
し
た
い
。

註

(
I
)
州
稿
、
前
掲
「
戦
時
期

『営
団
』
の
再
検
討
そ
の
虚
像
と
実
像
」
で
は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
許
し
く
論
じ
て
い
る
。

北法58(2. B:;) 623 



(
2
)
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
川
右
で
検
討
を
行
っ
た

(
日
)
こ
の
こ
と
は
、
位
向
の
刊
は
リ
一
が
僅
か
七
つ
に
止
ま
っ
た
(
う
ち
一
つ
は
、
既
存
F
V
白
川
の
改
組
)
こ
と
に
端
的
に
不
さ
れ
と
い
る

(
4
)
こ
う
し
た
動
き
は
、

U
治
統
制
を
強
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
た
ご
東
京
都
食
糧
常
団
万
働
組
合
一
官
常
〉
民
リ
U
」
一
九
四
ヒ
ー

一一

H
(固
有
国
会
同
西
館
組
政
資
料
山
中
所
蔵
「
柏
原
兵
太
郎
文
古
」

8
4
2
4
)
。

(
5
)
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
同
岡
、
前
掲
書
バ

(
ハ
わ
)
こ
と
行
政
に
閉
し
て
、
海
外
の
制
度
を
川
本
に
移
入
す
る
際
、
本
来
的
文
脈
か
ら
日
味
が
外
れ
て
い
く
こ
と
が
多
い
よ
う
に
巴
わ
れ
る
。
こ

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
検

d
す
る
こ
と
は
、
今
後
の
謀
題
と
し
た
い
。

(
7
)
法
的
側
面
に
お
い
て
も
、
「
営
川
」
が
公
法
人
で
も
私
法
人
で
も
な
い
特
殊
法
人
で
あ
る
の
に
刈
し
、
「
公
同
」
「
公
什
」
は
公
法
人
で
あ
る

と
い
う
差
異
が
見
ら
れ
る
。

(
自
)
後
口
、
原
了
燃
料
公
社
が
誕
生
以
て
い
る
が
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
一
一
公
社
」
と
は
異
な
る
コ

(
旦
阿
部
七
郎
「
公
団
論
」
(
『公
山
一
枠
内
評
論
』
第
一
凶
巻
第
八
回
勺
、
一
九
ハ
九
干
)
一
一
一
一
員
。

(
凶
)
「
愛
知
刷
本
を
衝
く
伝
一
「
『明
円
』

九
五
七
六
二
二
)
。
な
お
、
愛
知
刷
本
公
凶
は
、
そ
の
後
、
水
資
源
開
発
公
川
に
統
合
さ
れ
、

一
心
。
一
年
に
独
す
行
政
法
人
水
資
源
機
構
と
な
っ
た
。
愛
知
崩
水
公
川
が
水
資
源
開
花
公
川
に
統
合
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、

本
資
源
開
発
公
凶
・
総

J

拍
ぷ
編

副本
資
源
開
発
と
公
団
事
業
公
団
凶
年
史
』
二
九
合
判
刊
)
凶
一
王
四
三
八
頁
。

(
は
)
一
公
社
」
は
、
帝
都
市
辿
度
交
通
常
同
が
一
九
れ
刊
の
法
改
正
で
公
円
以
上
の
法
人
に
な
っ
た
際
に
も
参
考
に
さ
れ
た
(
第
甘
中
第
節
Y
)

当
時
vU川
総
裁
で
あ
っ
た
鈴
木
清
秀
は
、
後
半
什
を
参
考
に
し
た
辺
市
に
つ
い
て
「
そ
れ
ら
〔
公
社
〕
と
は
事
業
の
件
栴
上
全
然
内
容
に
お
い
て

同
一
と
す
る
必
要
は
な
い
が
、
法
性
情
で
は
、
こ
れ
ら
と
は
川
械
で
あ
る
か
ら
」
と
述
べ
て
い
る
(
鈴
本
、
前
拘
害
、
三
ひ
ん
白
川
)
、
な
お
、
こ

の
叶
期
に
な
る
と
「

(
U
3
2
2
E
-
E
h
c
コE
E
E
C
-ご
と
し
て
の
「
公
団
」
は
す
べ
て
廃
止
さ
れ
て
い
た
ο

公
法
人
と
し
て
参
与
に
で
き
る
の
は
、

公
社
し
か
存
心
し
て
い
な
か
っ
た
り
で
あ
る
{

(
川
ど
こ
の
こ
と
を
円
本
の
経
済
fU立
政
策
の
丈
脈
の
な
か
で
捉
え
た
も
の
と
し
て
、
赤
根
谷
達
雄
「
一
九
五

0
年
代
に
お
け
る
日
本
の
対
外
経
済

政
策
の
反
閉
円
本
余
剰
良
崖
物
協
定
か
ら
日
豪
通
尚
協
定
へ
」
(
、
削
掲

『戦
彼
刊
本
の
社
会
・
経
治
政
策
ヒ
八
八
八
九
小
員
。

(
日
)
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
は

I
V
A
設
i

止
を
勧
告
す
る
救
胃
の
な
か
で
、
〉
(
い
《
〕
円
U
2
巳
EHH
己
E
F
E
f「
}
戸
己
戸
内
ロ
ヲ
百
円

oh
ぬ

0
2
2目
。
巳
ず
戸
巳
ロ
ヨ
切
の
ω

広三

-c片
手
ニ
-
5ニコ
-
5
5ら
E
E
E
E一
c
?こ
5
5
5
V
-
E
-
)
コヌ

v

と
述
べ
て
い
る
お
-
同
芸
乃
ロ
コ
戸
口

2
f
可
尽
き
へ
』
UQモ
-ringチ
主
主
主
主
ミ

"見
ーふ
i師
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まと五、議と官僚川 (10・完)

円

b
Fき
さ
~
h
g
f
v
A
J
H

一目
5

芦

-EE同
5
2
=
H
3
2
3
円

v
H
N
N

邦
訳
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
学
会
代
表
高
木
八
尺
沢
編
原
開
ア
メ
リ
カ
士

筋
力
巻
、
川
波
亭
門
町
、
一
九
立
七
司
、
五
一
七
白
川
)
。

(
比
)
農
地
局
管
理
課
一
愛
知
用
水
事
業
の
取
扱
」
(
一
一

O
、
一
、
一
八
)
に
よ
る
と
、
か
ん
が
い
、
排
水
事
業
、
開
墾
事
菜
に
関
す
る
計
画
書
の

作
成
は
困
が
、
事
業
の
実
施
は
「
公
社
」
が
わ
う
と
さ
れ
て
い
る
υ

な
お
、
開
相
刑
事
業
の
地
区
開
拓
計
画
は
山
町
に
委
託
す
る
と
さ
れ
た
。
同
J
V

公
正
書
館
所
蔵
、
平
日
法
制
0
1
2
1
4
1
0
0
0

(
に
ど
町
相
一
(
り
す
四

H
一
九
日
光
農
林
次
官
発
外
務
次
官
刻
「
八
訂
正
」
(
農
林
省
民
地
同

『愛
知
用
水
公
川
関
係
資
料
集
-
一
九
台
冗
刊
八

H)
。

(
川
)
「
お
阿
国
際
復
興
開
発
銀
わ
渋
染
調
査
団
議
事
録
一
(
同
右
)
。

(
げ
)
こ
れ
は
、
人
政
省
が
公
牡
法
案
に
刈
し
て
「

E

公
川
若
し
く
は

E

市
業
団
-
と
す
る
こ
と
」
を
求
め
、
段
終
的
に
法
制
局
が
指
一
ボ
す
る
こ

と
で
な
さ
れ
た
。
「
愛
知
用
本
事
業
公
社
法
案
の
問
題
占
」
(
三
口
、
六
、
六
)
法
規
課
(
阿
ー
止
公
文
亭
門
館
前
夜
、
ギ
N
H

法
制
0
1
2
1
4
i
o

o)っ

(
刊
日
)
前
伺
「
愛
知
肘
水
を
衝
く
③
」
。

(
凶
)
こ
う
し
た
視
内
は
、
内
閣
法
制
局
で
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
本
づ
く
。

(
却
)
前
掲
「
愛
知
加
水
を
衝
く
③
」

(
幻
)
同
布
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
は
、
一
九
主
五
年
。
月
一
円
の
「
愛
知
肘
水
公
凶
ぷ
リ
7

委
員
会
」
で
公
同
法
の
特
色
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る

(『愛
知
刷
水
史
資
料
編
-
愛
知
出
水
公
凶
、
一
九
ハ
八
年
、
一
今
心
向
八
)
よ
な
お
、

H
本
阿
有
鉄
道
法
治
一
九
条
第
二
項
は
一
予
算
は
運
輸
大

悼
と
大
ぃ
同
大
同
い
が
協
議
し
て
必
要
な
調
整
を
わ
い
、
閣
議
の
決
J

疋
を
経
て
、
凶
会
に
提
出
す
る
の
予
算
の
修
正
の
場
合
も
同
じ
」
と
あ
る
の

(
出
)
阿
部
、
前
拘
「
公
開
論
」
一
一
一
一
耳
、

(
お
)
料
消
企
而
庁
編

『復
刻
経
済
山
事
門
前
七
巻
昭
和
引
年
'
(
日
本
経
涜
評
論
社
、
九
七
!
ハ

1)
同
一
頁
。
こ
れ
は
、
経
済
水
準
が
戦

リ
剛
山
間
の
状
態
に
ま
で
回
復
し
、
新
た
な
ぷ
也
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
一
ボ
し
て
い
る
戸
橋
本
寿
則
「
九
主
五
年
一
話
場
保
吉
、
猪

木
氏
徳
他
編

E

円
本
経
治
史
8

H

度
成
長
岩
波
宮
山
、
九
八
九
年
、
五
八
丘
九
頁
)

(
弘
)
公
開
を
活
用
す
る
こ
と
で
国
土
問
先
の
た
め
の
特
定
。
ブ
U

ン
エ
ク
卜
が
推
進
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
御
同
町
貴
「
凶
土
計
幽
と
問
先
政
治

円
本
列
向
改
造
と
両
度
成
長
の
時
代
」
(
日
本
政
治
学
会
編

『現
代
円
本
政
官
閣
係
の
形
成
過
程
岩
波
害
山
、
九
九
五
年
)
六
四
頁
=

(
出
)
阿
部
七
郎
「
公
団
の
北
ざ
か
り

h
政
組
織
に
お
け
る
公
団
の
位
置
と
機
能
」
(
『向
治
時
報
』
第
一
巻
め
一
号
、
九
六
つ
年
)
ハ
一
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"見

(
お
)
内
政
史
研
究
公
「
今
川

一戸)一一目ハ

(幻
)
w
m
木
武
徳
は
、
特
殊
法
人
へ
の
一
天
下
り
」
が
一
組
織
内
部
で
の
移
動
」
と
い
う
側
同
を
持
つ
こ
と
を
つ
副
明
し
て
い
る

資
源
か
ら
見
た
戦
後
日
本
の
い
H
僚
組
純
と
特
刑
法
人
」
前
掲

『戦
絞
日
本
の
社
会
・
新
治
政
策
ヒ
。

(
お
)
な
お
、
符
市
は
、
設
斗
埋
巾
に
明
確
な
「
本
準
」
を
発
見
す
る
こ
と
は
離
し
い
と
述
べ
て
い
る
c

(
却
)
こ
れ
は
「
中
央
省
庁
内
人
事
管
理
的
ノ
汀
き
治
ま
り
」
の
打
開
策
で
あ
っ
た
り
詳
細
に
つ
い
て
は
、
「
却
し
々

H
の
丸
企
業
A

州
市
川
|最
終
何

製
乱
透
利
い
た

H

お
役
一
州
市
民
地
主
義
μ

一
づ
週
刊
東
洋
粁
凶
』

一
九
ー
ハ
六
年
1

一
一
川
一
六
日
目
)
九
一
心
白
ハ

(
川
川

)
P己
目
2
乙
品
目
E
S
F吉

5
2
z
n
p
~
5
0」
芯
苦
言
、
主
司

u
c

(
出
)
「
凶
1
」
に
見
る
よ
う
に
公
企
業
(
特
殊
法
人
)
は
、
昭
和
一
心
年
代
二
九
五
立
九
六
凶
年
)
の
布
度
成
長
期
に
急
憎
し
、
昭
和
凶

。
年
代
二
九
六
有
利
代
後
半
)
以
降
に
な
る
と
驚
く
ほ
と
沢
山
の
内
界
を
持
つ
も
の
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
)
な
お
、
附
和
三
八
芹
度

か
ら
公
川
な
と
の
特
殊
法
人
は
、
行
政
管
理
庁
(
現
総
務
庁
)
の
審
査
対
象
と
な
旬
、
ス
ク
ラ
y

フ
・
ア
ン
ド
・
ピ
ル
ド
の
原
則
に
基
づ
き
増

加
が
抑
制
き
れ
た

(
刊
記
)
〕
百
円
ロ

E
E長
。

句

。

戸

戸

司

会

同
川
点
氏
談
話
速
記
録
第
十
ハ
囚
(最
終
凶
)
」
附
和
石
十
年
け
十
一
円
(
山
内
政
史
叫
究
資
科

第
一
口
八
集
)

ーふ
i師

(
猪
木
武
徳
一
人
的

(
鈴
木
ギ
犬
、
前
掲
沢
、
九
丘
頁
)
。

〔什ぷ〕
本
橋
は
、
一
九
九
六
午
度
九
九
七
年
民
文
部
省
科
苧
叫
究
費
補
助
金
(
特
別
研
究
員
奨
励
台
)
及
び
、
一
九
九
九
午
度
一
つ
つ
ひ
年
民
文

川
省
科
学
研
究
費
補
助
金
(
奨
励
附
究
A
)
に
よ
る
研
究
成
果
を
踏
ま
え
た
、
北
海
道
大
リ
ヂ
審
査
博
士
(
法
学
)
学
伏
論
文
(
一

C
C
一
作
六
月
一

九
日
授
ワ
)
に
大
同
な
加
筆
・
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
加
筆
修
正
に
あ
た
っ
て
は
、
一
ひ
っ
一

0
0
!八
年
度
主
部
科
学
省
科

学
研
究
費
補
助
金
(
学
術
創
成
研
究
)
に
よ
る
附
究
成
県
の
一
部
を
取
り
入
れ
て
い
る
。
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